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はじめに 

 

国においては，国と地方の関係や役割分担を見直すため，地方分権改革の取組みが進められて

います。これまで四次にわたるいわゆる一括法による「義務付け・枠付けの見直し」や「条例制定

権の拡大」などにより，地方自治体の自主性が強化され，自由度が拡大されてきましたが，さらに，

今年度から，地方の発意に根差した新たな取組みを推進するため，地方分権改革に関する「提案募

集方式」が導入されています。 

また，地方分権改革有識者会議の「個性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革の総括

と展望～」（平成 26年６月）において，今後地方に期待することの一つとして，「改革提案機能

の充実－政策法務の強化」が掲げられています。各自治体の職員には，法令の解釈・運用，例規

の立案，そして争訟といった，政策法務を実践する能力を高めることがより一層求められます。 

 

福岡市では，法制課の主催で，毎年度，職員の政策法務能力の向上を図ることを目的とした研

修を実施しています。第一次地方分権改革の時期であった平成 11 年度に「自治立法研究会」で条

例立案などの研究を行ったのがスタートですが，平成 13 年度からは「政策法務研修」として実施

しており，今回で 16年目となりました。この報告書は，平成 26年度に実施した研修の活動と報告

の内容をまとめたものです。 

 

今年度は，庁内での公募に応じた７名の研修生が，問題意識を持ったテーマごとに２つのグル

ープに分かれ，約半年にわたって活動を行いました。この研修では，研修生による条例案の作成

（提言）だけでなく，職員が業務の中で抱いた政策課題などについて法的な整理を行い，その対応

策を提言するという形式をとっています。 

 

研修生は，それぞれのグループのメンバーと議論を積み重ね，関係部署にヒアリングをしたり，

様々な資料を基に調査・研究をしたりして，最終報告を取りまとめました。この間，研修の講師を

お引き受けいただいた西南学院大学大学院法務研究科教授の石森久広先生から，熱心で丁寧なご指

導・ご助言をいただきました。この場をお借りして，改めてお礼申し上げます。 

 

今回の研修が，研修生にとって，各自の政策法務能力の向上につながり，今後の業務に活かさ

れていくことが何よりの成果だと思います。さらに，研修生以外の職員にも，この報告書を通して

政策法務の意義を確認していただくとともに，毎年度の研修成果の蓄積が，福岡市全体の政策法務

機能の強化につながり，有効な施策の展開と課題解決に何らかの形ででも寄与することとなること

を期待いたします。 

 

平成 27 年３月 

福岡市総務企画局行政部          

法制課長 髙 着 一 孝      
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第１ 政策法務について 

西南学院大学 石森久広  

 公務員の使命  日本国憲法における最も高く評価される価値は「個人の尊厳」で

す。これは日本国憲法１３条にも記されており，この条文の中で謳われる「生命，自

由，幸福追求」がその具体的な内容を表していると考えられます。そうすると，公務

員の使命は，日本国憲法を前提に考えれば，人々の幸福を実現することにあるという

ことになります。 
 市民の幸せと公務員の幸せ  近時，嶋田暁文『みんなが幸せになるための公務員

の働き方』（学芸出版社，２０１４年）が，公務員の働き方に「いい仕事」と「こなす

仕事」があることを指摘します。「いい仕事」は，「その仕事を通じて実現すべきこと

は何なのか」「何のためにその仕事があるのか」，目的意識をもって取り組まれる仕事

です。この目的とは，上記，公務員の使命を具体化したものだと思います。私は，い

つも公務員研修の終わりに必ず「このスキルを駆使して皆さんが達成感を味わってく

ださい。この『幸せ』なくして住民の幸せは達成できません。」と申し上げてきました。

住民の幸せに寄与すべく目的をもって働くことは，すなわち公務員自身の「幸せ」に

つながることを学問的に詳細に示された本書に，ぜひ目を通していただきたいと思っ

ています。 
 課題とその解決  公務員の「幸せ」とは公務員としての自己実現，すなわち公務

員としての能力の発揮，すなわち自己の能力で住民の課題を解決する，ということで

す。住民自身も，いわゆる「自助」，「共助」で達成できることを行政に委ねるようで

は，真の幸せは享受できません。「自助」「共助」では果たせないこと（本報告が扱う

「ロード・プライシング」，本格的な「オープン・カフェ」，「高さ規制緩和」はいずれ

もこれに当たると思います）が，解決を公務員に委ねられる課題となります。 
 解決のスキルと政策法務  この，市民の幸せのため，解決を委ねられた問題を最

適に解いてみせる，これが，職業として公務員を選択した者の集団の責務です。ここ

にはプロとしてのさまざまなスキルが求められ，その１つが政策法務能力ということ

になります。もちろん，法という手段だけで社会の問題がすべて解決できるほど単純

ではありませんが，しかし，ひとりひとり異なった意見をもつなかで，課題解決に向

かいみんなで力を合わせるために，法治主義は有効な考え方で，それを基に法的手段

を効果的に利用しようとする政策法務は，やはり社会における課題解決の有力な手法

の代表的位置におかれると思います。 
 自治体における政策法務  政策実現のために，憲法，行政法，民法，刑法，そし

て国際法等の基本的知識を総動員して，立法，解釈，争訟をいかに繰り広げるかを検

討する理論および実務における取組みを政策法務（論）といいます。本来，立法機関

は議会ですので議員にも「政策条例」の立案は期待されます。しかし，現在，自治体
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政策法務の主たる担い手は自治体の職員であると目されており，現実に自治体職員の

手によって多くの政策法務の取組みがなされています。日々，行政領域の隅々まで当

該課題に第一線で対峙し，専門的能力を組織的に備える行政部門の職員集団がこの任

にあることは間違いありません。 
 本研修は，このような政策法務の考え方を基に，実践を試みてみようとするもので

す。  
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第２ 研修総括 

 
１．研修の実施方針  
 本研修では，参加者が希望するテーマを参加者自身が選択し，それを福岡市の政策とし

てどのように実現を図るか，提言としてまとめるべく，自主的に研究を進めました。この

研修においては，活動が開始された平成 11 年度以来，各年度，条例案の提言がなされて

きましたが，平成 21 年度からは，特に条例案の作成にはこだわらない形で研究提言がな

されるようになりました。関心あるテーマを，研究者の関心に沿って掘り下げ，それに基

づく提言を，形式も自由に構築するというスタイルが，かえって内容豊富な成果を引き出

す場合もあるのではないかと期待されたためです。本年度も，同様に，形式にこだわるこ

となく自由に研究を進めるという方針で臨まれました。  
 
２．課題の設定方法  
 取り組む課題については，これまで同様，業務を中心とした身近な，参加者の問題関心

をもつものの中から選ぶこととし，①参加者自身普段から疑問に思っていた問題，②庁内

から検討の希望が寄せられた問題，③法制課が解決を必要と考える問題，の中から，全員

の議論によって最終的に２つのテーマに収斂させました。結果，今年度は，「福岡市におけ

る道路施策の検討」及び「航空法による高さ規制から始まる福岡市の街づくり」が選ばれ

ました。  
 
３．アプローチの方向  
 各課題に取り組むに当たっては，それぞれのテーマの原点に立ち返り，まず福岡市の政

策体系にこの課題がどう位置づけられるかの確認を行い，次いでそれをどう展開するかに

ついて議論がなされました。また，当該課題を展開するにあたって法的視点からどのよう

な論点があるのか，それをどのように考えれば福岡市の政策展開に効果をもたらしうるの

か，というアプロ―チの仕方が基本におかれました。「法律」の規律とかかわる部分につい

ては，その法律との関係（道路法・道路交通法等，航空法・国際民間航空条約等）を確認

しつつ，研究が進められました。  
 
４．調査研究過程  
 ６月 30 日（月）の公開講義後，第２回目の 7 月 14 日（月）とあわせ，テーマの候補と

それに対する参加者の希望が出され，班編成がなされました。以降，7 月 22 日（火）の作

業日を経て，8 月 4 日（月）に中間報告，11 月 11 日（火）に最終報告がなされ，1 月 19
日（月）の報告会に臨みました。両班とも進捗状況は順調であったように見えましたが，

それでも提言に向けて全体構成の紆余曲折はありました。最終報告が近づくにつれ，最終

的に決断が必要な点については，長時間にわたる議論も展開されました。業務の傍ら限ら

れた時間のなかで，両班とも議論を尽くし，その到達点として，以下に，その詳細が示さ

れます。  
（石森久広）  
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福岡市における道路施策の検討 
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はじめに 

道路交通は，我々の日常生活にとって必要不可欠なものである。道路施策については，

渋滞解消施策，公共交通利用促進施策，自転車交通環境の整備など様々な取組みが展開

され，その議論の幅は多岐にわたる。 

本稿は，本市において非常に重要な意義を有する渋滞の解消と歩行者への良好な道路

環境の提供という２つの目的に焦点を当て，今後，本市が目指すべき交通のあり方につ

いて考察を行う。 

 

第一章 福岡市における道路施策の検討 

１ 交通施策に関する市民の意識 

   まず，市民が交通環境に対してどのような印象を持っているのか，平成 24年度，   

25 年度市政アンケートを基に考察する。 

図１の道路整備に関するアンケートを確認すると，交通のスムーズな流れを目

的とした道路整備を重要だと考える市民が６割を超えており，現状に不満をもつ

市民も６割に達していることが分かる。このことから，多くの市民が渋滞の解消

を重要な政策課題と認識し，市に取組みを求めていることが読み取れる。 

さらに，本市にとって観光は重要な産業の１つであるが，交通渋滞と観光の間

には密接な関係性がある。 

表１は，「平成 24 年度福岡市観光統計」を基に作成したものであるが，近年，

観光客の増加とともに，乗用車による観光客数も増加していることが分かる。 

乗用車による観光客が増えるということは，そのまま福岡市内における乗用車

の通行量が増加するということであり，増加する通行量に対して，適切な渋滞緩

和策を実施しなければ，市民と観光客の双方に不便を強いることになりかねない。

したがって，観光という側面で捉えても渋滞の解消は重要な市政課題ということ

ができる。 

（表１）交通機関別入込観光客数     

推移         

 

   

 

(単位： 

 

万人) 

年 JR 路線バス 乗用車 航空機 船舶 その他 合計 

20 454 111 456 188 10 442 1660 

21 432 106 465 176 9 425 1614 

22 447 106 469 181 11 428 1642 

23 494 108 471 171 9 425 1678 

24 513 107 484 194 11 431 1740 

次に，図２のアンケート結果を見ると，歩行者利便性を優先した道路整備を求   

める市民が，アンケートの５割を超えていることが分かる。本市では，「ユニバー 

サル都市・福岡」の推進を重要な市政課題とし，ユニバーサルデザインの普及に 
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努めているところであるが，多くの市民が，安全で快適な歩道や自転車道の整備 

がユニバーサルデザインの普及において重要と認識しており（図３），歩行者に対 

して，安全で快適な道路環境を提供することが，本市における重要な課題となっ 

ていることがうかがえる。 

上記のことから，①渋滞の解消と②歩行者への良好な道路環境の提供とい 

  う２つの点が，本市の道路交通における重要な課題であるということができる。 

２ 本稿の構成  

本市においては，フリンジパーキング1の拡充やパークアンドライド2の推進，自

転車レーンの設置など，公共交通の利用促進による渋滞の緩和や，快適な歩行空間

創出のために様々な施策を行っているが，市民アンケートの結果を見ると，さらな

る取組みを検討する必要があるといえる。したがって，本稿では，上記の２つの課

題について，次のとおり，考察を行う。 

まず，第二章において，渋滞解消策として近年注目を集めるロードプライシング

について検討する。国内においては，東京都や鎌倉市などで検討されており，本稿

においても取り上げる価値があるといえる。 

続く第三章では，快適な歩行空間創出の手段であり，また，道路空間を活用し都

市の魅力を向上させる手段の一つとしてオープンカフェを取り上げ，その実施上の

課題について検討する。 

道路空間の活用はＭＩＣＥの促進という点でも，本市が目指す都市像と合致する。  

本市では，平成 26 年に国家戦略特区の指定を受け，特定の区域内における道路

占用許可基準が緩和されたことに伴い，今後，オープンカフェのように道路空間を

有効活用した取組みが増加すると思われる。そこで，第三章においては，そのよう

な取組みを実施する際に生じる法務的な課題について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 都心部等の周辺部（フリンジ），あるいは歩行者専用空間（モールなど）の直近などに設ける駐車場（パ

ーキング）のこと。※堺市 HPを参照（平成 27年１月 13日閲覧）。 

（ http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gyosei/shishin/sangyo/kotsu_vision/vision_gaiyo_html/shir

yo/yogoshu.html） 

2 自宅から最寄りの駅や停留所，目的地の手前まで自動車で行って駐車し，そこから公共交通機関を利用

して目的地まで移動する手法のこと。※福岡県 HPを参照（平成 27年１月 13日閲覧）。 

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pandr.html） 
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※図１（平成 24年度市民アンケートから抜粋） 

 

 

※図２（平成 24年度市民アンケートから抜粋） 
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※図３（平成 25年度市政アンケート調査結果報告（概要版）から抜粋） 
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第二章 ロードプライシング 

１ ロードプライシングとは 

交通渋滞の緩和については，近年ロードプライシングと言われる手法が注目され

ている。ロードプライシングとは，自動車の利用者が道路を直接利用することで発

生する混雑や大気汚染・騒音・振動などの環境的外部不経済を是正するために，自

動車の利用者に課金する手法であり3，近年世界の様々な都市で研究・実践されて

おり，一部の都市では著しい効果をもたらしている。 

 

２ ロードプライシングの種類 

(1)  実施方法 

① ゾーンプライシング(エリア・ライセシング・スキーム) 

特定の対象地域に侵入しようとする自動車に対しても，その地域内だけを 

走行する自動車に対しても課金するもので，自動車の走行量の削減，混雑緩和，

環境の改善の視点からは，最も公平で，理想的な制度であると考えられている。

ＧＰＳや携帯電話等位置把握システムなどの普及ができれば課金可能だが，現

状として困難と思われる。 

シンガポールではステッカー(通行許可証)の目視による導入が進められた 

が頓挫した。 

② コードンプライシング  

特定の対象地域を囲むラインを設定し，ここを通過して特定の地域に侵入 

しようとする自動車に課金するもの。課金技術としてはＥＴＣが確立されてお 

り，シンガポールでは実施されている。 

③ 走行距離課金方式 

対象地域の走行距離に応じて課金する方式。有料道路に類似した方式と考え 

られる。ゾーンプライシングと同様に GPSなどの技術の導入が実施の鍵となる。 

④ ポイント・プライシング 

ある特定のポイントやルートを通過する自動車に課金する方法。 

(2)  徴収方法 

①  ステッカー方式 

事前に日付単位等のステッカー等を購入し，車両に貼付することにより，入   

域を許可する方式。ステッカーを確認するための人員確保などの問題がある。 

② ゲート方式  

その都度料金を支払う方式。日本の高速道路の料金所のイメージ。 

③ ＥＴＣ方式 

車両に装着した車載器に，課金に必要な情報を記憶したＩＣカードを差込み 

専用ゲートに設置したアンテナとの無線通信により通行料金などの情報をコ

                                                   
3 関哲夫，庭田文近『ロードプライシング 理論と政策』(勁草書房，2007年)12頁。 
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ンピューターとＩＣカードの両方に記録することで課金する方式，支払いのた

めに止まることなく通行可能であり，人員確保の必要性もない。 

④ ナンバープレート読み込み方式 

車両番号などデータベースに登録し，登録する際に登録費を支払う。区域 

内に設置された固定式あるいは移動式のデジタルカメラでナンバープレート 

が読み取られ，違反者に罰金が請求される仕組み。ロンドンで実施。 

 

３ 他都市での実施例 

別紙参照。 

 

４ 福岡市での実施の検討 

(1) 地区を対象にする場合 

福岡市内で混雑を想定する場合に最もあげられるのは，天神地区および博 

多地区であろう。実際に朝の通勤時間などではバスの発着時間に大きな乱れを生

じさせている。 

地区でロードプライシングを実施する場合は，ゾーンプライシングおよびコー

ドンプライシングがとりうる手段であるが，前述のとおりゾーンプライシングは

現状として技術的に実施するのは困難な状況にある。またコードンプライシング

を実施するには，流入箇所全てに関所を設けなければならず，流入箇所が多い天

神地区，博多地区では関所を設置することでかえって渋滞を発生させるため，実

施は困難である。 

また，徴収方法についても日本のＥＴＣ普及率は約 50％であり，車載器の取 

り付けが義務化されているシンガポールとは大きく状況が異なっており，実施は 

困難と思われる。 

  (2) 区間を対象にする場合 

例えば，渡辺通りや国体道路など，混雑の多い道路一部のみを対象として 

課金する場合は，ポイントプライシングを用いることになる。しかし渡辺通りや   

国体道路への流入箇所は非常に多く，道路へ侵入する車両すべてに課金すること 

は技術的に困難であると思われる。また仮に道路のスタート地点とゴール地点を 

決めて，この２か所に関所を設けたとしても，関所を避けようとする車両が他の 

道路を混雑させることとなり，実質的に意味のある施策とはなりえない。 

 

５ ロードプライシングの法的課題 

  以上のように，現在の技術水準では福岡市にロードプライシングを導入することは 

不可能であるが，仮に，技術的に実現可能であった場合，ロードプライシングの導入 

に際してどのような法的課題が生じるだろうか。 

(1) 道路の無料公開原則との関係 

道路は，社会活動に必要不可欠なものであり，その建設・管理は国又は地方公共   
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団体の責任に属し，一般財源（税収）にて費用を賄うものであるため，無料で一般

交通の用に供されるものであるとされている（道路の無料公開原則）4。この原則

は，実定法上，明文化されているものではなく，道路法第 25条5の反対解釈によっ

て導き出されるものであるが，一見するとロードプライシングはこの原則に抵触す

るように思われる。 

しかし，道路の無料公開原則は，道路の維持・管理に係る費用は税収で賄い，通   

行者に個別に負担を求めないという趣旨であり，ロードプライシングは道路を通行 

することによって生じる渋滞や大気汚染などといった環境的外部不経済を原因者 

である通行者に負担させるものであるため，両者の間に矛盾や抵触は存在しない。 

また仮に，ロードプライシングが無料原則と抵触するとしても，原則自体，法令 

に規定されているものではないことから，原則との抵触を理由に，ロードプライシ 

ングに対して違法との評価を与えることは困難である。 

 (2) 課金の性質 

次にロードプライシングによる課金を地方公共団体の収入としてどのように位 

置付けるか考える。候補として，現行の地方自治法に規定がある収入のうち，地方

税（地方自治法第 223条），分担金（法第 224 条），使用料（法第 225 条），手数料

（法第 227条）が考えられる。 

① 地方税 

地方税は地方税法に定めがある税目のほか，条例によって新たに税目を定める 

ことができる（法定外税）。 

法定外税には税収の使途に定めがない法定外普通税と特定の使途を定めた法

定外目的税とがある。法定外税の創設にあたっては，地方税法上，総務大臣の同

意を要するが，下記の事由に該当しない限り，総務大臣は同意しなければならな

い。 

   一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし，かつ，住民の負担が著しく 

過重となること。 

二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。 

三 前二号に掲げるものを除くほか，国の経済施策に照らして適当でないこ 

と。 

産業廃棄物に関する分野では，廃棄物の排出抑制を目的として法定外目的税

（いわゆる産業廃棄物税6）が用いられており，ロードプライシングのように政

策課題を解決するために用いる経済的手法において，現行の法制度上，最も適当

な選択肢であると考えられる。 

 ②  分担金 

                                                   
4 東京 TDM研究会編『日本初のロードプライシング』（都政新報社，2000年）66頁。 
5 道路法第 25条「都道府県又は市町村である道路管理者は，都道府県道又は市町村道について，橋又は渡

船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために，一定の期間を限り，当該橋の通行

者又は当該渡船施設の利用者から，その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において，条例

で定めるところにより，料金を徴収することができる。」 
6 例として北九州市の環境未来税などがある。 
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分担金とは，「地方公共団体が特定の事業を行う場合に，これに要する経費に

充てるため，その事業の受益者，その事業の必要性を生じさせることとなった原

因者その他その事業に特別の関係のある者に課する金銭給付義務」7であるが，

ロードプライシングは交通量を抑制することを目的としており，対象地域を通行

する者は事業によって利益を享受するものではなく，むしろ不利益を被る立場に

あるため，分担金は採用することができない。 

③ 使用料 

使用料は公の施設の利用や行政財産の目的外使用の対価として支払われる金   

銭である。しかし，ロードプライシングは道路の通行に対する対価ではなく，あ  

くまで渋滞や環境問題の原因者負担であるため，使用料を用いることはできない。 

④ 手数料 

手数料は特定の役務に対する対価であるが，ロードプライシング自体を役務の

提供ということはできないため，これも採用することはできない。 

  (3) 条例による課徴金 

    上記のとおり，法定外目的税がロードプライシングに最も適している収入の項目

であると考えられるが，法定外税の導入には総務大臣の同意が必要であり，実務面

での負担は大きい。 

そこで，次善の策として，国からの関与を受けることなく，新たな収入の項目（課   

徴金）を条例で創設するという手はとれないだろうか。  

国の法律を見ると，例えば，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以

下「独占禁止法」という。）に課徴金制度が規定されている8。 

平成 16年 11月 19日の衆議院経済産業委員会において，竹島一彦公正取引委員  

  会委員長（当時）が「課徴金というものは，そもそも独占禁止法違反行為を防止す 

るために行政庁たる公正取引委員会が違反事業者に対しまして金銭的不利益を課 

すというものである」と述べているように，独占禁止法における課徴金は行政目 

的を達成するために用いられる金銭的不利益と解されている9。  

したがって，法律における課徴金のように，条例にて課徴金を創設し，ロードプ   

ライシングを実施することも考えられる。 

しかしながら，地方公共団体の収入は，地方自治法にその種類が規定されている。  

この規定がいわゆる限定列挙であるか，例示規定であるかについては，司法判断も 

                                                   
7 法令用語研究会編『法律用語辞典 第４版』（有斐閣，2012年）994頁。 
8 独占禁止法第７条の２「事業者が，不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国

際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは，公正取引委員会は，第

八章第二節に規定する手続に従い，当該事業者に対し，当該行為の実行としての事業活動を行つた日から

当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは，当該行為の実

行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当

該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けること

に係るものである場合は，当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売

業については百分の三，卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

に納付することを命じなければならない。（以下略）」などがある。 
9 なお，課徴金の対象となる違反事項について刑事責任が問われる場合があり，刑事罰と課徴金との併科

が，憲法が禁ずる二重処罰に該当しないかが問題となるが，最高裁は，併科は二重処罰には該当しないと

の立場をとっている（主な裁判例として最判平成 10年 10月 13日（判例時報 1662号 83頁））。 
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なく，見解が分かれるところであるが，条例で新たな収入を創設するにはこの点を   

詳細に検討する必要があるだろう。 

(4) まとめ 

上述のとおり，現行法制度上，ロードプライシングは，法定外目的税として導入    

することが望ましい。   

しかし，法定外目的税もあらゆる局面においてについて用いることができるわけ 

ではなく10，行政課題が複雑化，多様化している現代社会においては，今回検討し 

た条例による課徴金も，今後選択肢として検討していくべきであろう。 

しかしながら，条例による課徴金の創設を認める規定が地方自治法に存在しない 

ない以上，まずは，地方自治法の改正が必要不可欠であり，我々，地方公共団体と 

しては，国に対して，法改正に向けた提言を続けていくことが重要であろう11。 

 

第三章 道路空間を活用した施策 

本市においては，アンケート結果が示すように，渋滞解消に向けた道路施策が求め

られている一方で，歩行者にとってより利便性の高い道路環境が求められている。ま

た，過去には社会実験等で歩行者天国の実施に併せてオープンカフェが実施されたこ

とから，道路空間を有効活用した取組みが求められていることがわかる。そこで，本

章においては，オープンカフェを例に挙げ，そこから道路空間を活用する施策の実施

における問題，現行法上の課題等について考察する。 

１ オープンカフェ 

近年，道路施策においては，「交通」のための道路という観点のみならず，道路

の「空間」に着目し，その活用を図る施策が注目されている。その代表例として，

街の賑わいと魅力的な道路空間の創出を図るオープンカフェが挙げられる。これは，

道路などを利用した屋外に設置されるカフェのことである。オープンカフェによっ

て道路空間に人々が滞留することで，賑やかな街になり，魅力が増す。そして歩行

者にとっての休憩施設があるため，より回遊性も向上する。このように道路という

公共空間を豊かなものにするオープンカフェは，多くの地方公共団体で導入が検討

され，実施されてきた。 

オープンカフェを，車道で実施する場合には道路交通法上の交通規制が必要とな

る。また，道路上に継続的に物件を設置するなどして道路を使用するため，道路交

通法及び道路法に基づく道路の使用等に関する許可を要する。  

そこで，まず，オープンカフェを実施するに当たり，関係する法令等を概観する。 

(1) 道路交通法上の交通規制 

オープンカフェを車道で行う場合には，交通規制が必要となる。道路交通法第

４条第１項に基づき交通管理者が道路標識等を設置したときは，第８条第１項に

                                                   
10 大阪府泉佐野市は犬のふん対策として飼い犬一頭あたり 2,000円を飼い主に課す法定外目的税（通称犬

税）の導入を検討していたが，公平な課税が困難であることを理由に，導入を断念している。 
11 なお，全国市長会は新たな行政上の義務履行確保の手段として，条例で課徴金を創設できるよう国に対

して法整備を求めている。詳細は全国市長会 HPを参照（平成 27年１月 12日閲覧）。

（http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/old/teigen/170606toshiarikata/houkokusho.pdf） 
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より一般車両の通行が禁止される12。 

(2) 道路の使用に伴う許可 

路上イベントやオープンカフェなどで公道を使用する場合には交通管理者（警

察）による道路使用許可，物件等を設置する場合には道路管理者による道路占用

許可が必要となる。 

①  道路使用許可  

オープンカフェなど，場所を移動せずに道路に露店，屋台店等を出そうとす

る場合や，イベントを実施するなどして一般交通に著しい影響を及ぼすような

通行の形態，方法により道路を使用する場合には交通管理者より道路使用許可

を受けなければならない（道路交通法第 77条）。 

②  道路占用許可  

道路の占用とは，道路に一定の工作物，物件又は施設を設け，継続して道路

を使用することをいう13。オープンカフェのように道路上に継続して物件を設

置する場合には，道路管理者より道路占用許可を受けなければならない（道路

法第 32条）。 

 

２ 課題 

本市においては，過去に商店街や繁華街など様々な場所で社会実験に併せてオー

プンカフェが実施されてきたが，恒常的な実施には課題も多く，ほとんど定例化に

は至っていない。 

それは，なぜか。端的に言えば，交通管理者及び道路管理者から許可が出ないた

ためである。以下では，オープンカフェの実施に際して，交通管理者や道路管理者

の視点から問題となりうる点を確認する。 

(1) 周辺交通への影響 

第一に，原則として道路は人や自動車などが通行するためのものであり，オー

プンカフェのように，交通の支障となる物件を設置し，道路の有効幅員を狭め，

交通に支障を及ぼすような行為は認めがたいというものである。適正な道路管理

を図る道路管理者や円滑な道路交通を目指す交通管理者にとって，オープンカフ

ェの設置は道路本来の目的に相反する行為となりかねないため，なかなか認めが

たいといえる。 

(2) 占用許可基準（無余地性の基準）の適合性 

占用許可については道路法第 33条に許可基準が定められており，以下に挙げ

る基準やその他一般原則へ適合した場合に，占用が許可される。この基準の中で

も，道路以外に余地がない場合に限るという無余地性の基準の適合が高いハード

ルとなっており，道路占用許可を得ることは難しいとされてきた。 

                                                   
12 なお，道路管理者も道路法第 46条第 1項により，道路の保全，交通の危険の防止のために交通規制を行

うことができるが（第 1号：交通が危険である場合 第 2号：道路の工事），公物管理上の規制であり，オ

ープンカフェの実施のために交通規制を行うことはできない。 

13 道路法令研究会編『道路管理の手引き』（ぎょうせい，2011年）180頁参照。 
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(3) 不法占用の懸念 

最後に，道路の占用，使用許可を与え，ある一定の物件の設置を許可した場合

に，許可を与えていない時間帯に当該物件が放置されたり，許可されていない物

件が設置されたりするなど，道路の不法占用14を助長しかねないという懸念があ

る。 

それでは，そもそもなぜ不法占用物件を放置してはいけないのか。それは，違

法な占用であるということは勿論のこと，それ以外にも，不法占用には多くの問

題があるからである。例えば，道路の円滑な利用の阻害，道路の利用者に通行上

危険が生じるおそれがあることが挙げられる。この他，街の美観が損なわれ，街

のイメージ悪化につながる可能性があること，道路の利用者にとって危険な状態

が生じていたにも関わらず，それを看過した場合に，道路管理者は国家賠償法上

の賠償責任を負う可能性があること，通常，許可を出す場合に徴収すべき占用料

等を徴収できないため，財産管理上適切ではないこと15など多くの問題が挙げら

れる。 

(4) 小括 

オープンカフェ実施における問題点とは，①周辺交通への影響，②占用許可基

準の適合性，③不法占用物件の懸念などであり，そのことが許可への高いハード

ルとなっている。 

なお，①周辺交通への影響については，許可の条件として，歩道の幅員を十分

に確保できる場合に限定したり，車道において実施する場合は交通量が少ない道

路を選択する，また事前の交通規制の周知を徹底したりするなど，交通への影響

を最小限に留める対応策を複合的に講じていくことが求められる。 

一方で，②占用許可基準については，現行法において，国家戦略特区制度の利

用や都市再生整備計画を策定することなどによって特定の区域の特定の占用物

件については無余地性の基準の適用除外が可能となった。本市においては，国家

戦略特区の指定を受け，一部の区域について，無余地性の基準が緩和された。 

③不法占用物件は道路行政において長年の課題となっており，本市においても， 

警察等の関係機関と連携し，取組みを行ってきたが，法的な課題も多い。したが

って，次節では不法占用物件への対応に関する考察を行う。 

 

 

                                                   
14 「不法占用」とは，公物管理者の適法な許可なくして物件等を設け，道路を継続的に使用している状態

のことを指す。 
15これらに関連して，道路上の不法占用物件に対し，道路管理職員が損害賠償請求等の措置を講じなかった

ことにより行政の責任が問われた裁判例（東京地裁平成 17年７月 22日判決）や，道路における違法な占

用物件の放置により行政の責任が問われた裁判例（最判平成 16年４月 13日判決）がある。 

① 占用許可対象物件であること。 
② 道路の敷地外に余地がなくやむを得ないこと。 
③ 占用の期間や場所などに関する道路法施行令の基準に適合していること。 
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３ 不法占用への対応について 

(1) 占用物件の分類 

道路上には，様々な不法占用物件が存在するが，占用許可を受けていない以上，  

全て違法な物件といえる。道路の構造又は交通への支障の程度には物件によって 

差があり，大きく分けて次のとおり分類される。 

   ① 固定式物件 

固定した物件としてよく街中で見られるのが，突出看板，日除け等が挙げら

れる。これらの物件については，道路の構造又は交通への支障の程度としては

低いものが多く，適正な規格のものであれば，許可申請手続を踏めば，許可が

得られることが多い。 

  ② 可動式物件 

オープンカフェの実施において特に懸念されるのは可動式物件である。これ

らは長年道路管理者たちの頭を悩ませてきた。具体的には，はり紙，はり札等，

広告旗（のぼり旗），立看板，置看板，商品陳列台，露店，プランター，三角

コーンなどが挙げられる。 

これらの物件のうち，はり紙等の屋外広告物については，道路法のほか屋外

広告物法の適用があり，条例に明らかに違反したはり紙や，管理されずに放置

されていることが明らかなはり札等，広告旗又は立看板等屋外広告物であれば，

簡易除却を行うことができる（簡易除却制度については後述する。）。 

他方，三角コーンや置看板等については，行政指導により一時的に撤去され

るため，監督処分や行政代執行に進むことは少なく，また監督処分を行った場

合であっても，手続の煩雑さ等の理由から，代執行に至ることはほとんどない。

これらの物件は，指導後，一旦撤去されるが，しばらくすると再び不法占用と

いう，いわゆる「いたちごっこ」状態になることが多く，真に解決に至ること

は少ない。 

(2) 地域住民・地域団体の参画による対応 

不法占用は，指導後すぐに完全に改善されるものはあまりなく，物件を違法に

道路上に設置している者（以下「不法占用者」という。）に対して継続した指導

を行うことが基本となる。通常，道路管理者は警察と連携するなどして不法占用

に係る指導を行うが，道路管理者のみによる対応では限界がある。 

このような中，街の魅力向上を目指し，地域と一体となって不法占用対策に取

り組む場合がある。地域との協働による取組みは，地域住民が関わることで，予

防・抑止効果に優れるとされる。そこで，以下では地域住民・地域団体の参画を

図る取組みとして，２つの事例を紹介する。 

① 大阪市の事例 

大阪市では，不法占用のみならず，ポイ捨て，放置自転車，街頭犯罪，道路    

に関する様々な課題に対し，地域住民や地域団体等，そして行政が一体となっ 

て対応している。それが，「ゆめまちロードＯＳＡＫＡ」である。 
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これは，平成 18年から導入された市民協働による取組みであり，道路の適 

正使用と美化に向け，放置自転車対策，不法占用物件対策，違反広告物対策， 

道路清掃をはじめとするごみのポイ捨て対策などを，地域の問題解決に積極的 

な地域住民・市民ボランティア・事業者・行政が連携して，一体して行うもの  

である。 

放置自転車を解消しても違反広告物があったり，ごみのポイ捨てが改善さ 

れた場合であっても商品陳列台が道路にはみ出ていたり，道路にはさまざまな 

課題が複合的に存在する。これらへの対策は従来，それぞれ単独で行っていた 

ものであるが，それを一体的に行うことで，より効果的に対策を推進できる。 

また，それぞれ単独の事業として個別に地域の協力を求めると，地域の負担 

が過大となるが，一体的な取組みとすることで地域の協力を得やすいという面 

もある。 

② 神戸市の事例 

神戸市においては，神戸市道路活用懇談会からの提言に基づき，地域団体等 

と道路管理者（神戸市）の間で，市民・地域の財産である道路について，「道

路・管理活用協定」を締結している。これは，地域において愛着を持って道路

の維持管理を行うとともに，道路の活用を通じて地域の取組みを支援する制度

である。道路の美化清掃や駐輪対策などといった公共的・公益的な活動ととも

に，オープンカフェや街の飾花，高齢者等の交通弱者が多数利用する場所での

休憩ベンチの設置など特別な地域活動を可能とする。 

(3) 法令に基づく対応 

通常，法令に基づく不法占用物件対策は次のものが考えられる。 

①  行政指導→監督処分  

道路上において不法占用を行う者に対しては，道路法上，監督処分の規定が 

設けられている。 

道路上に不法占用物件があり，不法占用者が確知できる場合，道路管理者は，

物件の除却等に関する行政指導を行い，指導に従わない場合には除却等を命ず

ることができる（道路法第 71条第１項）。そして，相手方が命令に従わない場

合には，行政代執行法に基づき，道路管理者が自ら除却等を行うことができる

（行政代執行）。 

行政代執行は，法令によって義務を課された者が当該義務を履行せず，また

当該義務が代替的作為義務である場合に，行政庁自らが当該義務を代替して履

行するものである。その要件としては，① 他の手段によってその履行を確保

することが困難であり，② その不履行を放置することが著しく公益に反する

と認められる場合である。 

しかし，行政代執行は，その実体的要件の不明確さ16，行政代執行の際に搬

                                                   
16 「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり，且つその不履行を放置することが著しく公

益に反すると認められるとき」という実体的要件について，公益違反が特に著しい場合初めて代執行を認

めるという趣旨であるとする見解がある一方で，単に比例原則が適用されることを規定したに過ぎないと
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出される動産の保管・処分等に多額の費用がかかることなどの理由で，実行さ

れにくいものとなっている。この他にも，義務者から代執行費用を徴収するこ

とが困難なこと，手続が複雑であるため，マンパワー・ノウハウ不足等から地

方公共団体にとって実行しにくいものであること，行政代執行は強権発動のイ

メージがつきまとうため，その実行に消極的になることなど多くの理由がある

ため，実施される例は極めて少ない17。 

なお，不法占用者が判明しない場合は，道路管理者は，公示後，一定期間を

経過しても違反が是正されない場合に自ら措置を行うという，簡易的な代執行

ができる（道路法第 71 条第３項）。これを略式代執行（簡易代執行）という。 

② 即時強制・簡易除却 

相手方に義務を課すことなく行政機関が直接に実力を行使して行政目的の

実現を図る制度がある。これを即時強制といい，学説上，「目前急迫の障害を

除く必要上義務を命ずる暇のない場合又はその性質上義務を命ずることによ

ってはその目的を達成しがたい場合」18に行使が可能と解される。即時強制は，

行政代執行法の規定により，法律に留保される義務履行確保手段と異なり，条

例で設けることができる。 

例えば，道路法では，道路管理者は，道路を通行している車両から落下して

道路に放置された違法放置物件の占有者等の氏名及び住所を知ることができ

ないため，必要な措置をとることを命ずることができないとき，違法放置物件

を自ら除去することができる旨を規定する（道路法第 44条の ２）。 

また，屋外広告物法では，都道府県知事（政令市にも準用される。）は，条

例に明らかに違反したはり紙や，管理されずに放置されていることが明らかで

あるはり札等，広告旗又は立看板等については，自ら除去できる旨（これを一

般的に「簡易除却」という。）を規定している（屋外広告物法第７条第４項）。

これは，はり紙のような軽易な広告物は数が多く，そのため，違法なはり紙が

氾濫していること，ある違反者を対象に手続を進めているときに新たに重ねて

はり紙をされるという繰り返しの状態が出現し，結局，行政代執行の目的を達

せられなくなるという特殊事情があることにその必要性が認められている19。  

③ 不当利得返還請求 

これは，訴訟等の法的措置により，不法占用期間にかかる占用料相当額を不

法占用者に請求するものである。しかし，これについては，たとえ行政側が訴

訟で勝訴したとしても，相手方は本来支払うべき占用料額相当を支払うだけで

あるため，不法占用の抑止効果はない。 

④  罰則 

不法占用者は，道路法第 32条に違反して占用許可を受けずに物件を設置し

                                                                                                                                                     
する見解もあり，当該規定の意味は必ずしも明確でない。 
17 鈴木潔『強制する法務・争う法務』（第一法規，2009年）84～85頁参照。 
18 田中二郎『行政法 上巻〔全訂第 2版〕』（弘文堂，1974年）180頁。 
19 末井誠史「条例の実効性の確保について―全国市長会の検討会の提言を参考に―」レファレンス平成 21

年７月号（国立国会図書館）13頁参照。 
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た場合には道路法第 101条により，道路法第 71条に基づく除却命令等に違反

した場合には道路法第 104 条により罰金が科される。これについても③同様，

不法占用の抑止効果は低いと考えられる。 

  

４ 考察 

(1) 地域住民等が参画した取組み ―エリアマネジメントの活用― 

上述したように，道路の不法占用物件対策において，地域住民，地域団体を参

画させることは，不法占用対策として有効である。また，住民が道路の維持管理

側に立つことで，行政側の視点を知ることができ，不法占用に対する意識改革に

つながることも期待される。 

さて，近年，「エリアマネジメント」という取り組みが注目を集めている。こ

れは，地域における良好な環境や価値を維持・向上させるために，住民・事業主・

地権者等が行うもので，例えば，住宅地では，建築協定を活用した良好な街並み

景観の形成・維持や，広場や集会所等を共有する方々による管理組合の組織と，

管理行為を手掛りとした良好なコミュニティづくりといった取組みが実施され

ている。また，商業地では，市街地開発と連動した街並み景観の誘導，地域美化

やイベントの開催・広報等の地域プロモーションの展開といった取組みがある。 

 

（国土交通省「エリアマネジメント推進マニュアル」より引用） 

      

本市においても，既に照葉地区や天神地区，博多駅地区などにおいてこのエリ

アマネジメントを取り入れた施策が行政，民間団体，地域住民などの連携により

実施され，効果をあげている。 

具体的なエリアマネジメントの支援制度としては，補助金制度などが挙げられ

るが，逼迫した財政状況では新たに補助金制度を創設することは難しい。そこで，

新たな支援策として，エリアマネジメント団体にインセンティブとして占用許可

を付与することなどが考えられる。これは地域主体のまちづくりの一環として，

不法占用対策を行う場合に，インセンティブとして，占用許可を行うものである。 
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なお，エリアマネジメントの具体例として，以下のような内容が考えられる。 

① 地域住民団体が目指す街の将来像の策定 

  例）「住みよい，楽しい，美しい 魅力あふれる街 ＦＵＫＵＯＫＡ」 

② 実施主体（エリアマネジメント組織） 

例）地域住民，自治会，ＮＰＯ団体，民間企業，行政 

③ 街の将来像の実現に向けた一体的な取組み 

例）・景観保全活動，落書き消し活動 

・不法占用物件対策 

・放置自転車対策 

・公園・緑地の清掃活動 

  ・街の広報活動 

  ・イベントの実施 

④ 行政の協働・支援 

例）・ノウハウ，情報収集提供 

・市の施策とのタイアップ 

⑤ インセンティブとして地域の活性化に資する物件の占用許可を付与 

  例）・オープンカフェ 

    ・イベントや街の PR用の広告塔など 

エリアマネジメントは，ある一定のエリアについて地域住民・地域団体が主体

となって官民連携し，そのエリアの将来像の実現に向けて様々な施策をコーディ

ネートしていくことを基本的なコンセプトとする。 

上述のように，不法占用対策において行政が特に頭を悩ませるのは，不法占 

用が繰り返し引き起こされることである。この点，エリアマネジメントを活用し

た不法占用対策の場合，行政主導の強制的な指導ではなく，人と人とのつながり

による指導となることが期待され，地域における道路上の課題，道路環境に対す

る地域住民の意識の向上を図ることができると考えられる。また，各地域におい

て目指す街の像を掲げ，それに向けた取組みの一環として不法占用物件対策を位

置づけると，具体的な目標像のイメージができるため，地域住民・団体の協力を

得やすいと考える。 

(2) 法令に基づく対応 

① 条例に基づく即時強制 ―条例で規制することは可能か― 

 ３（３）において述べたように，道路上の不法占用物件において，屋外広告

物法の簡易除却の規定の適用がないものについては，相手方が除却命令等に従

わない場合には必要に応じて行政代執行法に基づき，道路管理者が自ら除却等

を行うこととなるが，行政代執行は実行しにくいものであるため，地方公共団

体においては何か別の手法で不法占用物件を除却できないか模索されてきた。 

 そのような中，道路上の不法占用のケースではないが，横浜市において，公

共水面において放置船舶が増大したことを背景として，条例上即時強制の規定
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を設け，放置船舶の規制を図った。 

 以下では，この横浜市の事例を参考に，道路上の不法占用物件における条例

による即時強制の規定可能性について検討していく。 

ア 横浜市の事例（横浜市船舶の放置防止に関する条例） 

横浜市の「横浜市船舶の放置防止に関する条例」（平成７年条例第 26 号） 

は，船舶の放置の防止により市民の良好な生活環境の保持と快適な都市環境    

の形成を図ることを目的としたものである。第８条で船舶の放置禁止につ 

いて，第９条で放置した所有者等に対する船舶の移動の指導，勧告，命令等 

を規定し，そして，第 10 条において，第９条の規定による指導等に従わな   

かった場合に，市長自ら当該船舶を移動させることができる旨を定めている。 

この条例が制定された背景としては，マリンレジャー需要の高まりから横

浜市内においてプレジャーボートが著しく増加し，無秩序に放置され，その

対応策が喫緊の課題となっていたことがあった20。放置船舶がもたらす問題

を列挙すると，住民生活への支障，水辺の環境整備への支障，水上交通への

支障，港湾等の管理における支障など，多岐にわたっており，生活環境や都

市環境上，深刻な問題となっていた。 

加えて，この条例が制定された平成７年当時，関連法令である港湾法にお

いては開発保全航路21における船舶の放置禁止の規定（港湾法 43条の８第１

項）や当該航路における障害の除去命令等についての規定（港湾法第 56 条

の４第１項第１号イ）は定められていたものの，港湾区域22内の船舶の放置

に関する規定がなかったため23，当時の法制度上，放置船舶の問題に直ちに

対応することが困難な状況であった。 

このような事情から，横浜市においては，本件条例を制定するに至ったの

である。  

イ 裁判例（横浜地裁平成 12 年 ９月 27 日判決） 

その後，この条例の規定の違法性，具体的には港湾法との関係が訴訟で争

われた。この訴訟においては，裁判所は徳島市公安条例事件判決（最大判昭

和 50年 9月 10日判決）の基準を基に，以下の結論を導き出している。 

まず，裁判所は，条例が法令に違反するかどうかは，「それぞれの趣旨，

目的，内容及び効果を比較し，両者のあいだに矛盾抵触があるかどうかによ

って」決すべきであり，「国の法令と条例とが併存する場合でも，後者が前

者とは別の目的に基づく規律を意図するもの」であり，ある事項について明

文の規定がない場合でも「当該法令の全体からみて，右規定の欠如が特に当

                                                   
20放置船舶の増大の理由として，船舶を適正に管理する法的整備が不十分であったこと，船舶所有者の保管

意識が低いこと，そして低価格のプレジャーボートが発売され，容易に入手できることなどが挙げられる。 
21 港湾管理者が管理する港湾区域及び河川法に規定する河川区域以外の水域における船舶の交通を確保す

るため開発及び保全に関する工事を必要とする航路のことである（港湾法第 2条第 8項）。 
22 港湾管理者が港湾を管理運営するために必要な水域のことである。国土交通大臣又は都道府県知事が港

湾管理者に対して認可した水域であり，港湾管理者が港湾法により管理権を行使する区域の一つである。 
23 その後，平成 12年に港湾法が改正され，港湾区域においても開発保全航路と同様に放置船舶の移動につ

いての規制が定められた。 
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該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨

であると解されるときは」法令違反となりうるし，「前者の規定の意図する

目的と効果をなんら阻害することがないときや，両者が同一の目的に出たも

のであっても，国の法令が……全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨で

はなく……地方の実情に応じて，別段の規制を施すことを容認する趣旨であ

ると解されるとき」は，条例が法令に違反するという問題は生じないとする。 

また，港湾法と本件条例は目的が異なっており（港湾法が港湾の秩序ある

整備と適正な運営を目的とするのに対し，本件条例の目的は，船舶の放置防

止による市民の良好な生活環境の保持と快適な都市環境の形成である），さ

らに本件条例は海岸付近の水域のみならず，港湾付近の地域までも対象とす

る一方で，港湾法の規定する措置は開発保全航路のみが対象であることから，

港湾法だけでは条例の目的を達成することができないという両者の機能の

違いにも着目した。そして，裁判所は，港湾法も地方の実情に応じて条例で

別段の規制を設けることを容認するものであるとした上で，本件条例は港湾

法に抵触せず，条例制定権の趣旨を逸脱するものではないと判断している。 

    ウ 道路上の不法占用物件における条例による即時強制 

上記の裁判例を踏まえたうえで，屋外広告物法の適用がない道路上の不法

占用物件における条例の即時強制の規定可能性について検討する。 

まず，道路法は「道路網の整備を図るため，道路に関して路線の……管理，

構造，保全……に関する事項を定め，もつて交通の発達に寄与し，公共の福

祉を増進すること」を目的とする。そして，不法占用物件への措置として監

督処分の規定（第 71条）があり，通常は，監督処分を行い行政上の義務を

課し，その義務の履行確保には，行政代執行を用いることとなる。 

仮にここで，道路法と目的が重複しないよう，「良好な街の景観の保全や

道路空間の有効活用によって街の魅力に寄与すること」を目的とし，道路上

の不法占用物件に関する即時強制を規定する条例を制定したとしよう。 

この場合，条例による即時強制が可能であるか，徳島市公安条例事件判決

の基準に則り検討する。 

まず，上述したように，この条例は，「良好な都市景観の保全や道路空間

の有効活用を図ることで街の魅力向上に寄与すること」を目的とする。一方

で，道路法の目的は道路網の整備や道路の管理等により交通の発達に寄与す

ることであるため，条例と道路法の目的は異なるものといえる。 

次に，それぞれの規定の機能・効果についてであるが，本件条例上の規定

は，良好な街の景観の創出にそぐわない，道路空間の活用を阻むような不法

占用物件について，義務を課さずに物件の撤去によってその目的を達成する

ものである。一方で，道路法は，交通の支障となる道路法上の不法占用物件

一般について，道路の適正な管理の観点から行政上の義務を課すものであり，

その義務を履行させるためには行政代執行の手続に進まなければならない
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ため，その点においては違いがあると思われる。 

しかしながら，横浜市の事例とは異なり，本件条例の対象となる物件につ

いては，その全てが道路法の射程範囲内である。したがって，物件の除却を

図るという点で，その効果は重なっているといえる。加えて，もし仮に本件

条例が制定された場合には，運用しづらい行政代執行よりも，実効性がある

うえに手続が簡素である条例上の即時強制が多用されることが容易に想定

される。このことは，道路法第 71条の規定の形骸化につながりかねない。 

以上のことから，道路上の不法占用物件に対して，条例において即時強制

の規定を設けることは，道路法の目的・機能を阻害するため，現行法におい

ては，このような条例を制定することは困難であると考える。 

② 簡易除却制度の整備 ―道路法への要望― 

現行法上，条例による即時強制の規定の創設が困難となれば，原則として，

行政指導ないし監督処分によって除却を促すこととなる。 

このような中，活用されるのが屋外広告物法上の簡易除却制度である。はり

紙の他，管理されずに放置されている立看板等の屋外広告物の不法占用物件に

ついては，屋外広告物法に基づき簡易除却が可能となっている。 

しかしながら，道路上にはその他にも三角コーンやプランターなど，屋外広

告物法の適用がない不法占用物件が放置されており，これらについては道路法

上の規定に基づき対応していくしかない。 

なお，道路法においては，道路を通行している車両から落下して道路に放置

された違法放置物件に関する即時強制のような規定（道路法第 44条の２）や，

所有者等が判明しない場合の略式代執行の規定（道路法第 71条第 3項）があ

るが，屋外広告物法に規定されるような簡易除却の規定は整備されていない。 

したがって，三角コーンなどの不法占用物件については，従来通り，指導後，

除却命令等の監督処分を行い，それでも是正しなかった場合には，行政代執行

により自ら除却するしかない。しかし，なかなか行政代執行が用いにくいもの

であるため，結局のところ，地道に行政指導等を行っていくほかない。 

このような状況を踏まえると，道路法においても，道路の不法占用物件を対

象とした簡易除却制度の導入に向けた検討がなされるべきであると考える。勿

論，簡易除却が可能となれば，物件の撤去が容易にできてしまうため，不法占

用者の財産権への侵害の程度と当該物件による公益性侵害とのバランスも踏

まえつつ検討すべきである。屋外広告物法の例に鑑みると，簡易除却の対象・

要件としては，以下のとおりのものが考えられる。 

①  三角コーンなど，可動式の軽微な物件であること。 

②  管理されずに放置されていると認められること。 

この際，除却した不法占用物件の保管が道路管理者にとって過重な負担とな

らないよう，保管期間や売却・廃棄に係る規定についても併せて整備するべき

である。 
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道路空間を有効活用する施策の推進・実現において，不法占用物件対策は重

要である。不法占用物件があることで道路を有効に活用できず，公益性を阻害

することに鑑みると，一定の軽微な物件については簡易除却できる法改正を行

うべきであろう。 

 

おわりに 

 今回の検討を通して，我々が目指す交通施策の推進には，多くの法的な論点が含まれ

ていることが分かった。地方公共団体の取組みによって解決できる課題もあれば，国に

よる法改正を必要とするものもあり，施策の推進は一朝一夕に解決できるものではない。 

 しかしながら，地方公共団体自身で解決を図るにせよ，国への提言を行うにせよ真に

住民にとって必要な施策を実現するためには，我々職員自身の法務能力の向上は欠かせ

ない。そのためにも，今回の検討を通じて経験した政策法務の思考を今後，実務で活か

していきたい。 
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国内のロードプライシングの検討状況 
《東京》 

１ 経緯 

東京都では 2003 年以降，渋滞緩和・環境改善のためにロードプライシングを活用

しようとして,ロードプライシング導入計画の素案作りに取り組んでいる。しかし法

的問題や技術的問題など解決すべき課題も多く，現状として導入計画は進展していな

い。 
２ 導入計画概要 

 (1) 課金額：小型車-400円～600 円 

        大型車-800円～1200 円 

 (2) 課金時期：通年で平日の午前 7時～午後７時 

 (3) 課金システム：当面はカメラ方式または入域証方式。将来的には料金の自動収

受。 

 (4) 法的根拠：新たな条例の制定。現行都税条例の改正による法定外税。その他法

整備。 

 (5) 収入の使途：迂回交通などの影響対策，貨物車などの低公害車化への活用， 

パークアンドライドなど他の施策への活用等。 

 

《鎌倉》 

１ 経緯 

  鎌倉市は年間 2000万人以上の観光客が訪れる観光都市であるが，その反面慢性的

な交通渋滞に悩まされている。そこで平成 24年 5月に市長の諮問機関として鎌倉

市交通計画検討委員会を設置し，その下部組織として鎌倉市交通計画検討委員会・

専門部会を設置した。そして専門部会で平成 25年 10月より鎌倉ロードプライシン

グの内容について検討を開始した。 

２ 導入計画概要  

 (1) 目的：住宅地と観光地が共存する鎌倉地域の交通渋滞の解消と市民の居住環境

の回復。 

 (2) 課金額：市民と来訪者を区別して取り扱う。市民の負担については来訪者の 0

～1 割程度を想定。 

 (3) 課金時期：年間 50～120日程度の土日祝日。通年を通して行うものではない。 

 (4) 収入の使途：道路整備，公共交通の充実，パークアンドライド駐車場の拡充を

進めるとともに，商業観光に寄与する施策をすすめる。 
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海外のロードプライシングの実施例 

《シンガポール》 

１ 入域許可制度(ＡＬＳ) 

(1) 概要 

〇 目的：交通環境の改善を目的とした渋滞料。導入当初の主な目的は自家用車に 

おける通勤の抑制。 

〇 対象区域：道路混雑の最も激しい商業中心地区(CBD)約 610 ヘクタール。 

〇 対象車両：自家用車，社用車，タクシー。 

〇 対象時間：午前７時半～午前 10時 15分。 

〇 通行認識方法：入域証方式。コンビニ，郵便局等で事前に許可証を購入しフ 

ロントガラスに貼り付け，乗り入れ地点(28箇所)で監視員の 

目視によりチェック。許可証があれば出入りは何回でも可能。 

(2) 変遷 

  対象区域，対象車両，対象時間は交通事情に合わせて以下のように修正が加え

られていった。 

  1975年～1989年 1989 年～1993 年 1994 年～1998 年 

対象区域 610ｈａ 710ｈａ 725ｈａ 

対象時間 
７時半～10 時 15

分 

７時半～10時 15分 

16時半～18時半 

７時半～18時半 

土曜：７時半～15時 

対象車両 

自家用車 

社用車 

タクシー 

自家用車 

社用車 

タクシー 

貨物車 

非路線バス 

二輪車 

自家用車 

社用車 

タクシー 

貨物車 

非路線バス 

二輪車 

これは導入当初の目的が通勤車両の抑制であったが，1989年以降は渋滞を引き起

こしている全車両の規制を目的とするようになったからである。 

(3) 効果 

    都心流入交通量は約 44パーセント減少し，車両の速度も 31ｋｍ/時を維持可能

となり大きな効果を示した。特に自家用車においては，43000 台あった車両数が

11000台と約 1/4まで減少した。また通勤に利用する交通機関の推移においては，

導入前は 56パーセントの人が自家用車を利用し，バスの利用は 33パーセントだ

ったが，導入後の 1982年は自家用車の利用者は 23パーセントと激減しバスの利

用者 69パーセントとなった。 
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２ エレクトロニック・ロードプライシング(ＥＲＰ) 

(1) 概要 

〇 目的：渋滞の解消を目的とした課金。 

〇 対象地区：東海岸パークウェイ，中央高速道路，ＡＬＳの規制区域，パン・ 

アイランド高速道路 

〇 対象時間：一般道路の平日が７時半～19 時，土曜が７時半～15時。高速道路 

の平日が７時半～９時半。 

〇 対象車両：路線バス，緊急車両以外の全ての車両。 

〇 通行認識方法：電子式道路料金徴収方式(日本で言う ETC)。料金が徴収で 

きなかった場合は，後方からナンバープレートを撮影し，後 

日罰金を請求。ゲート数は 33箇所。将来的に 60箇所まで増 

やす予定。 

〇 課金額：30分ごとに設定。目標とする走行速度を設定し，それを下回れば課 

金額を上げ，上回れば下げる。混雑料金としての課金であるので， 

混雑していなければ課金はしない。 

（2） 効果 

      規制区域と東海岸区域で交通量が減少。平均速度は 35キロ，最高速度は 65キ

ロと高水準を保つ。 

 

 

《ロンドン》 

１ 概要 

〇 対象区域：セントラルロンドンと呼ばれるロンドンの中心部，約 22平方キロメー 

トル。 

〇 対象車両：タクシー，二輪車，緊急車両を除く自動車。例外として課金区域内居 

住者は 9割引となり，定員 9名以上のバスや警察・消防・救急車およ 

び軍用車両とは申請すれば免除される。 

〇 対象時間：平日の午前 7時～午後６時。 

〇通行認識方式：車両番号などをロンドン交通局のデータベースに登録する。登録す 

る際に登録費を支払う。区域内に設置された固定式あるいは移動式 

のデジタルカメラでナンバープレートが読み取られ，違反者に罰金 

が請求される仕組み。(コードンプライシング方式) 

２ 効果 

通勤ドライバーを対象としたパネル調査では出勤・帰宅とも課金区域内での旅行時

間は 14％減少し，交通量調査によると，課金時間帯に課金区域内に流入する交通は

18％減少，流出する交通は 21％減少，課金区域内の交通は 15％減少。 

その他の調査では 65000～70000人の課金区域内への流入をやめ，そのうち 50～

60％が公共機関へ転換し，区域内居住者の少なくとも 30％が横断のしやすさ，大気

汚染，騒音，公共交通の信頼性と利用しやすさが改善されたと感じたとの意見である
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ことがわかった。 

《ソウル》 

１ 概要 

〇 対象区域：都心への流入交通量削減と渋滞ポイントの解消を目的として，南山 

１・３号トンネル。ポイントプライシング。 

〇 対象車両：運転手を含む２人以下の自家用車のみ。2001年より 10人以下に改正。 

〇 対象時間：平日の７時～21 時，土曜の 7時～15時。 

〇 通行認識方法：料金所を設置し，通過するごとに係員に手渡しで徴収する。 

２ 効果 

１・３号トンネルともに交通量は約 25％の削減。トンネルを回避することによっ

て他の道路の混雑が激しくなることが懸念されていたが，他の道路の交通も円滑にな

っている。これは(a)料金徴収道路の交通量が円滑になり，一般道路と交差する地点

で渋滞が解消されたため，(b)それまで一般道路を利用してきた免除該当車両が速度

の回復したトンネルを選択した結果，などが挙げられる。 
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第１班「福岡市における道路施策の検討」講評 

 
1. 研究テーマの設定について 
 市民アンケート結果を分析し，課題を市民意識に求め，その課題を解決するために有効

な手法は何か，という形で研究テーマを設定している。市民の意識が必ずしも一様ではな

いことに加え，「道路」といっても質を異にする課題が複数ありうる。そこで，第１班も交

通渋滞を中核におく「経済と環境」という視点から「ロードプライシング」の導入可能性

を，また，「安全と快適」という視点から「オープンカフェ」の実施可能性をそれぞれ解決

の糸口とし，それにまつわる様々な法的課題の検討を行うという研究手法をとった。市民

の声に直接に応えようとするアプローチも政策法務として当然ありうるところであり，ど

こまで達成可能かを示す本報告は，将来，道路施策の根底にある福岡市のコンセプトのも

とに，より高い次元に統合されていく前提作業と評価しえよう。 
 
2. 検討された手法について 
 ロードプライシングの「プライシング」をどのような形で行うかがこの手法導入の成否

を決するところ，第１班は，徴収の可能性につきその方法を広く検討した。お金を徴収す

ることについては，法的には，それが「合意」に基づくものでなければ，最大の慎重さを

要する問題となる。いわゆる「財務」としての徴収方法に始まり，実効性確保手段として

の課徴金の制度にも検討の対象を広げ，法改正なしということであれば，実現可能性の最

も高い手法として法定外税によることを提言している。これとてももちろん法の要件を精

査する必要があろうが，間口の広い検討の後，適切な手法の選択を行うという作業は政策

法務に不可欠のものであり，今後の導入可能性の道筋をつけるものとして有意義である。 
 オープンカフェについては，本報告では，道路の使用許可，占用許可の仕組みを皮切り

に，現行法制度のもとで，オープンカフェの実現を実質的に阻む主要原因を不法占用への

対処困難さに求め，その対応策を検討する。「義務履行確保」を分析的に検討するプロセス

は詳細であり，裁判例の比較研究も踏まえて，福岡市のとりうる対応策の提言へと向かう

研究の方法は妥当なものであると思料する。道路の性質から反対解釈と論理解釈のはざま

で対峙する法の解釈も興味深い。 
 
3. 本報告の特徴について 
 特に，オープンカフェの実現にかかる条例での不法占用対処は，法律上の仕組みでは対

処できない問題が生じるから占用はしない，というところに，いわば「福岡市ではこれだ

けの対処方法を用意していますから，心配なく占用許可を出してください。あとは任せて

いただいて大丈夫です。」という趣旨の条例であり，福岡市の当該政策実現に向けての本気

度を示すものとなっている。国の施策に変更を働きかける，政策法務のあり方として極め

てユニークなものであった。なお，この研究の過程で，国の「国家戦略特区」に関して，

福岡市「エリアマネジメントの民間開放（都市機能の高度化等を図るための道路の占用基

準の緩和）」が認定を受けたことは，第１班の考察とも軌を一にするものである。 
（石森久広） 
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第１ 航空法の高さ規制というテーマを取り上げた理由について 

 

  福岡県とりわけ福岡市は，日本の都市の中でも全国有数の経済規模と知名度を誇

る都市であるといえる。県別のＧＤＰでは毎年９位の位置を保っている（※１）。 
また，全 47 都道府県別の魅力度ランキングにおいても，２０１３年度の調査では

福岡県は７位となっている（２０１２年の調査では福岡県は１０位）（※２）。  
このように，大きな経済規模と高い魅力を兼ね備えた都市においては，高いビルが

市内中心部に建設されていることが多い。 

  大きな経済規模と高い魅力を兼ね備えた都市としては，福岡市の他には東京，大阪，

名古屋，横浜，神戸，札幌，仙台，静岡そのほかには京都を挙げることができる。こ

れらの都市の中で，福岡市と類似している都市としては，札幌，仙台を挙げることが

できる。なぜなら，これらの都市においては大企業の本社は少なく，地域子会社や支

社・支店，および地元企業が集まる「支店経済」型の中心業務地区が形成されている

という点で共通しているからである。 
  ここで，札幌と仙台の高層ビルについて見てみると，いずれも１００ｍを超えるビ

ルが都市中心部にあり，福岡市の中心部とは様相を異にする。このような状況が生じ

ているのは，なぜであろうか。我々がよく聞くところでは，航空法の規制が福岡市に

かかっているからということである。しかしながら，具体的に航空法の規制がどのよ

うな条文に基づいて，どのような態様でかかっているのか，あるいは規制の強さはど

れくらいなのか，規制の例外はないのかという点について我々は具体的なことは何も

知らない。そこで，これらの点について検討を加えることで，福岡市の将来の街のあ

り方について考えを深めたいと考えたのが，この航空法の高さ規制というテーマを取

り上げた趣旨である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
※１ ttp: / /www.esri.cao.go. jp/ jp/sna/data/data_l ist/kenmin/f i les/contents/main_h23.html 
※２ http://tiiki.jp/news/wp-content/uploads/2013/09/release2013survey.pdf 
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第２ 福岡における高層ビル（具体的には高さ１００ｍ以上のビル）の必要性 

 

１ はじめに 

   福岡市は人口 150万人を突破し，政令市中６位の位置につけ大都市の仲間入りを

果たしている。また，人口の増加率は政令市中１位となっており，今後も益々の発

展が期待されるところである。 

 

 

 

 

 

 

 

（※３） 

成長し続ける福岡市の将来について考えた時に，他の大都市にあって福岡市にな

いものは何だろうか。そのひとつとして高層ビルの存在が挙げられる。 

福岡市においては，本書のテーマでもある航空法との関係により，都心部に高さ

規制がかかるわけであるが，例えば，福岡市の都心部に高層ビルがあることを想定

すると，どういった効果があるのだろうか。 

ここでは，福岡市にとっての高層ビルの必要性について，いくつかの視点から考

察していく。 

 

２ 観光産業について 

  他の大都市を訪問した際に，高層ビルを見上げ，都会的な街並みに高揚感が高ま

った経験はないだろうか。これはあくまでも，私見であるが，東京や大阪など高層

ビルが並ぶとそれだけで都会的な印象を受ける。高層ビルは訪れる人々にインパク

トを与えているのではないだろうか。 

日本一の高層ビルとして開業した大阪のあべのハルカスや 296 メートルの高さ

を誇る横浜のランドマークタワーは各都市のシンボルとなっている。 

国土交通省資料によると，関西圏では，あべのハルカスの開業等の都市の賑わい

を創出する取組が前進したこと等が影響して外国人来訪者数が平成 25 年度は 726

万人増加（対前年比）し，観光宿泊者数は 197 万人増加（対前年比）している（※

４）。 

                                     

※３ http://www.city.fukuoka.lg.jp/industry/guide_h21/pdf/guide_all.pdf福岡市資料を参照した。 

※４ h tt p : / / w w w . c i t y . f u k u o k a . l g . j p / i n d u s t r y / g u i d e _ h 2 1 / p d f / g u i d e _ a l l . p d f 福 岡 市 資 料 を 参 照 し た。 
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都市に人々を魅了するようなシンボルがあれば，それだけで知名度が上がり，そ

のシンボルを目指して訪れる人が増える。 

特にアジアとの玄関口であり，第３次産業を中心とした経済構造である福岡市に

とっては，高層ビルが契機となり外国人観光客を増やすことができれば，大きな経

済効果を生むことができるのではないか。 

 

３ 雇用創出と不動産投資による福岡市の更なる活性化について 

   高さ規制が緩和されることによる効果として，不動産投資が促されるとともに，

新たな雇用が創出できることも期待される。 

   高層ビルが建てられるようになると，賃料の増収が見込まれ，不動産投資の利点

が増える。 

   また，高層ビルが増えると，それだけ働く機会が増え，多くの雇用を創出するこ

とができる。 

   シンボル的な高層ビルが増えれば，大手の外国企業なども注目し，福岡市に進出

する可能性もある。 

   150万人都市である福岡市は，若者率が高く，学校も多いことから，産学連携や

優秀な人材が福岡市に多く集まることを想定すると，福岡市の経済発展にとっては

非常に効率が良いと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※５） 

 

  企業や人を集め，雇用機会を増やし，人とお金が集まる仕組みを構築することが

できれば，好循環を生み出し，更なる福岡市の経済を後押しすることができると思料

する。 

                                     

※ ５  h t t p : / / w w w . m l i t . g o . j p / c o m m o n / 0 0 1 0 5 5 9 5 5 . p d f 国 土 交 通 省 資 料 を 参 照 し た 。 

33



 
 

第３ 航空法の高さ規制の概要（航空法の高さ規制の合憲性についても検討する） 

 

１ 航空法の概要 

(1) 航空法（昭和二十七年七月十五日法律第二百三十一号）は「国際民間航空条約

の規定並びに同条約の附属書として採択された標準，方式及び手続に準拠して，

航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法

を定め，並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸

送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより，航空の

発達を図り，もって公共の福祉を増進することを目的」（2 条）として昭和 27 年

（1952 年）に施行された法律である（※６）。 
     簡潔にいうと航空法は国際民間航空条約の規定に準拠して，航空機の航行の安

全を図り，航空機による運送事業の秩序確立・発展を目的とする法律である。 
     バスやトラック，電車等あらゆる運送事業において運航の安全性を確保するた

めの行政法（事前規制法）があるが（※７），航空法において特徴的なのは安全な

運行を図るための基準が国家間の条約に準拠しているという点である。島国の日

本では，陸上交通に関しては国内で完結するが，航空機の運航においてはその制

約を容易に乗り越えるものであるから，国際的な取り決めが要求されるのは当然

といえば当然である。 
(2) では航空法が準拠する国際民間航空条約とはどのような条約か。この条約は，

昭和 19 年（1944 年）11 月に，第二次世界大戦中の航空技術の著しい進歩に対

応するため，シカゴで開催された国際民間航空会議において作成された条約（そ

れゆえ通例シカゴ条約と呼ばれる。以下ではシカゴ条約と略称する。）である。

日本は航空法施行後の昭和 28 年（1953 年）にこれに加盟している。シカゴ条約

は，国際航空運送の原則（輸送権，領空主権，空港使用，関税，航空機の国籍，

事故調査等）について規定するとともに国際民間航空機関（International Civil 
Aviation Organization 以下，「ＩＣＡＯ」と略称する）の設立について定めたも

のである。このシカゴ条約に基づき，ＩＣＡＯが国連の専門機関の一つとして発

足した。ＩＣＡＯの設立目的は，国際民間航空が安全にかつ整然と発達するよう

に，また，国際航空運送業務が機会均等主義に基づいて健全かつ経済的に運営さ

れるように各国の協力を図ることにある。この目的のために，ＩＣＡＯは，国際

航空運送業務やハイジャック対策をはじめとするテロ対策等のための条約の作

成，国際航空運送に関する国際基準，勧告，ガイドラインの作成等を行っている。 
                                     

※６ 航空法の法文は http://law.e-gav.go.jp/htmldate/S27/S27HO231.html（法令データ提供システム）

を参照のこと。 

※７ 鉄道運行の安全を保つために鉄道営業法という法律があり，バスやトラックの運行の安全を保つた

めに道路交通法や道路運送法がある。 

34

https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B0%91%E9%96%93%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%9D%A1%E7%B4%84-170010#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%A9%9F-1532426


 
 

2013 年 10 月現在 191 か国がＩＣＡＯに加盟しており，それらの国々の

航空法も日本と同様ＩＣＡＯの基準に準拠したものとなっている。 

(3) 本件で問題となる航空法の高さ規制も，航空の安全にかかる基準を明示してい

るＩＣＡＯ ＡＮＮＥＸ（付属書）１４「ＡＥＯＤＲＯＭＥＳ」の第４の制限表

面（航空機の安全な運行を目的として飛行場の周辺空間に設定される面）の確保

の規定に準拠して，航空法４９条１項及び５６条の３第１項の規定によって建物

の高さ規制を行っている。以下に示すいくつかの制限表面が合わさって空港周辺

にすり鉢状の高さ規制が形成されている。 
 
航空法４９条 1 項 「何人も，空港について第 40 条（第 43 条第２項において準用す

る場合を含む。）の告示があつた後においては，その告示で示さ

れた進入表面，転移表面又は水平表面（これらの投影面が一致す

る部分については，これらのうち最も低い表面とする。）の上に

出る高さの建造物（その告示の際現に建造中である建造物の当該

建造工事に係る部分を除く。），植物その他の物件を設置し，植栽

し，又は留置してはならない。ただし，仮設物その他の国土交通

省令で定める物件（進入表面又は転移表面に係るものを除く。）

で空港等の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び

供用開始の予定期日前に除去される物件については，この限りで

ない。」 
 進入表面 

着陸帯の短辺に接し，水平面と上方に国土交通省が定める 1/50 以上の勾配を

なす平面のうち，投影面が進入区域と一致する部分。（航空法第 2 条第 8 項） 
 水平表面 

飛行場の標点の垂直上方 45m の点を含む水平面のうち，この点を中心として

国土交通省が定める 4000m 以下の半径の円の内部。（航空法第 2 条第 9 項） 
 転移表面 

着陸帯の長辺に接し，水平面と外側上方に 1/7 の勾配（ヘリポートでは国土交

通省が定める 1/4 以上の勾配）をなす面のうち，その末端が水平表面との接線

になる部分 
進入表面の斜辺に接し，水平面と外側上方に 1/7 の勾配（ヘリポートでは国土

交通省が定める 1/4 以上の勾配）をなす面のうち，その末端が水平表面との接

線になる部分（航空法第 2 条第 10 項） 
 
同法 56 条の３第１項 「何人も，第 56 条第１項に規定する空港について前条第２項

において準用する第 40 条の告示があつた後においては，その

告示で示された延長進入表面，円錐表面又は外側水平表面（こ
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れらの投影面が一致する部分については，これらのうち最も低

い表面とする。）の上に出る高さの建造物（その告示の際，現

に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。），植

物その他の物件を設置し，植栽し，又は留置してはならない。」 
延長進入表面 

進入表面を含む平面のうち，進入表面の外側底辺，進入表面の斜辺の外側上方

への延長線，進入表面の外側底辺の平行線であって進入表面の内側底辺からの

水平距離が 15,000mのもの，の 4本の直線で囲まれる部分。（航空法第 56条第 2

項） 

円錐表面 

水平表面の外縁に接し，水平面と上方に国土交通省令で定める 1/50 以上の勾配

をなす面で，その投影面が飛行場の標点を中心として国土交通省令で定める

16500m 以下の半径で水平に描いた円周で囲まれる部分のうち，航空機の離着陸

の安全を確保するために必要な部分として指定された部分。（航空法第 56条第 3

項） 

外側水平表面 

円錐表面の外縁に接する水平面で，飛行場の標点を中心として国土交通省令で

定める 24000m以下の半径で描いた円周の内部（ただし，円錐表面との接線より

内部は含まない）のうち，航空機の離着陸の安全を確保するために必要な部分

として指定された部分。（航空法第 56条第 4項） 
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具体的な図に示すと（※８） 

制限表面の概略図 

 

 
 
 

平面概略図（上から見た図） 

 
 

                                     

※８ 図に関しては大阪航空局のホームページを参照した http://ocab.mlit.go.jp/news/limit/ 
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断面概略図（横から見た図） 

 

 
 
 

これら航空法で定められている制限表面を福岡の街に当てはめると，以下のような

形になる（※９）。博多駅は水平表面の規制に服し，天神地区は円錐表面の規制に服す

ることが分かる。下記の図を見ると前記の図のような丸型にはなってはいないが，こ

れは，制限表面の指定範囲を一部に限っているためである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

※９ http://ocab.mlit.go.jp/news/limit/pdf/08_09_05_07_fukuoka.pdf を参照。 

38



 
 

 

 

 

 

２ 航空法の高さ制限の無効を争う方途について 

(1) 天神あるいは博多地区等に高層ビルを建てる需要があるにもかかわらず，航

空法の高さ規制があるために高層ビルが建てることができないという状況が存

在している。このような状況を打開するためには，航空法の高さ規制を定めた

条項が憲法の定める個人の財産権（29条 1項）を侵害し，違憲無効であるとい

う主張を行う方法が考えられる。 

(2) もっとも，日本国憲法のもとでは，抽象的にある法律の規定が憲法に違反し

ているということについての司法判断を行うことは認められてはおらず（※10），

何らかの具体的な争訟の中で高さ規制の合憲性について論ずる必要がある。 
                                     

※ 10 警察予備隊違憲訴訟（最高裁大法廷判決昭和２７年１０月８日民集６巻９号７８３頁）参照。  
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(3) では，具体的にどのような訴えを提起すべきであろうか。考えられるものと

しては二つがある。 

① 天神あるいは博多で高層ビルの建築を強行し，航空法の高さ規制違反の状

態を作出する。そうすれば，航空法４９条２項に基づいて制限表面を超えた

部分の撤去を命じる仮処分（民事保全法２３条１項）が出される可能性が生

じる（※11）。あるいは，航空法４９条あるいは５６条の３および１５０条柱

書２号の規定に基づき，建築を依頼した所有者が起訴されることもありうる。

前者の事態が生じた場合には，保全異議の申し立て（民事保全法２６条）を

行い，その中で仮処分を認める根拠となった航空法の規定が違憲無効である

と主張を行う。後者の場合には，刑事裁判の中でその主張を行う。 

② いまひとつは，違憲無効な航空法の高さ規制により高層ビルが建てられず，

それにより経済的な損失を被っているとして土地の所有者が国家賠償請求訴

訟を提起することが考えられる。 

この二つのうちいずれの方途を採用すべきかが問題となるが，②の方法を

取った場合には，国家賠償法 1 条 1 項の定める要件を満たす必要がある。具

体的には公務員の「過失」行為により「損害」を加えたといえなければなら

ない。本件においては，仮に航空法の高さ規制が違憲であると認められても

当該規制がＩＣＡＯのＡＮＮＥＸ１４に準拠して制定されているのであるか

ら，公務員の立法行為について「過失」があったとはいえないであろう。ま

た，高層ビルが建てられないことによって受けた損害とは，まだ現実的に発

生していない単に観念上のものにすぎず，具体的な損失は発生しているとは

いえず，国賠法の要件である「損害」を認めることも困難である。したがっ

て，②の方法は採用することができず，博多・天神地区に高層ビルを作って

しまうという①の方法を採るしかない。 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

※11 千葉地裁決定昭和５２年５月６日（岩山鉄塔撤去事件）。成田国際空港の建設に反対する者が，空港

の開港を妨害する目的で鉄塔を建築したものの，それが航空法４９条に違反するとして鉄塔の取り壊しの

仮処分の決定が出されたという事件である。この決定が出されたその日のうちに鉄塔は取り壊された。 
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３ 航空法の高さ規制の合憲性についての検討 

(1) ①の方法により，航空法の高さ規制の合憲性を争う場合にまず問題となるのは，

航空法の規制がシカゴ条約やその付属書に準拠していることから，違憲立法審

査権が航空法には及ばないのではないか，違憲審査権の対象が条約に及ぶかが

問題となる。 

確かに，違憲審査の対象を規定した憲法８１条は，「一切の法律，命令，規則

又は処分」としており，条約を含んではいない。しかし，これは条約が憲法よ

り優位に立つことを示すものではないというべきである。なぜなら，条約が憲

法に優位すると解すると，内容的に憲法に反する条約が締結された場合には，

法律よりも簡易な手続きによって成立する条約（憲法６１条参照）によって憲

法が改正されることになり，国民主権の建前に反するからである。条約は国際

法ではあるけれども，国内では国内法として通用するのであるから，その国内

法については８１条の「法律」に準ずるものとして違憲審査の対象となると解

すべきである（※12）。 
また，航空法が準拠するシカゴ条約は，各国が航空法の基準をＩＣＡＯ 

ANNEX に準拠させることを要求しつつも，特定事項について異なる標準や必

要な国は，速やかにその差異についてＩＣＡＯに通告しなければならないと規

定しており（※13），各国さまざまな事情があることを前提に，各国ごとに規制

の差異が存在することを認めているのである。とすれば，仮に条約に違憲審査

が及ばないという立場に立ったとしても，国内法である航空法については，違

憲審査をなしうると解すべきである。 

(2) 次に問題となるのは，高層ビルを建てられないことが財産権の制約であるとい

えるかということである。つまり，財産権は憲法２９条 1 項がその内容を法律で

定めるとしていることから，航空法の高さ規制に服することも法律で定められた

ものであるから高さ規制がかかった土地というのが財産権の内容そのものであ

り，そもそも財産権の制約とはいえないのではないかが問題となるのである。 
この点については，福岡市と同程度の経済規模を持つ政令市においては航空

法の高さ制限が緩やかなおかげで高いビルを建てることができ，それによりビ

ルの所有者は収益を上げることができるのに対し，福岡市の中心部に土地を持

つ地権者はそれができないのだから，航空法の高さ規制により財産権が制約さ

れているということはいえる。 
 

                                                 

※12 判例も，砂川事件（最大判昭和３４年１２月１６日刑集１３巻１３号３２２５頁）において，条約

に対する違憲審査の可能性を認めている。 

※13 http://www.jbaa.org/japanese/chicagoicao.pdf の８頁を参照。 
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(3) では，財産権が制約されているとして，それは違憲な制約といえるか。財産権

も公共の福祉の範囲内で制約を受けることから，その公共の福祉の範囲内といえ

るかが，その違憲審査基準と関連して問題となる。 
航空機の安全な運行を保つために空港周辺の建物の高さをどの程度まで規制

するかは，物理工学に関する高度の専門的かつ技術的な判断を要するものである。

また，仮に航空法の高さ規制が安全性を保てないほど低く，そのせいで航空機が

高層ビルに激突する事故を起こしてしまった場合の，個人の生命・身体・財産に

対する損害は甚大なものになる。それに対し，航空法の高さの規制は，ある程度

までの高さでの土地の利用を認めており，財産権を本質から制約するものである

とはいえないであろう。そうだとすれば，航空法の高さ規制は，その規制が著し

く不合理でない限り合憲であると解釈すべきである（※14）。 
これを本件についてみると，確かに政府はこれまで航空法の高さ規制が正当な

ものであると一応の理由をつけて回答してきた（※15）。しかしながら，現在の航

空法の高さ規制は著しく不合理であるといわざるをえない。理由は以下の通りで

ある。 
 
 
 
 
 

 

                                     

※14 酒類販売免許制事件訴訟最高裁判決（最三判平成４年１２月１５民集４６巻９号２８２９頁）を参

照した。 
※15 東京国際空港の制限表面の見直し（昭和５９年運輸省告示第１５号の一部改正）に関するパブリッ

クコメントの募集の結果について 
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/kekka/pubcomk120202_.html 
水平表面についてはともかく，円錐表面についてはその勾配を１／５０から国際標準である１／４０

に緩和するべきではないかと意見が国民から提出された。この意見は，ＩＣＡＯの附属書１４の第４

章 2.17 が The approach surface shall be horizontal beyond the point at which the 2.5 per cent 

slope intersects:と規定している点を参照していると思われる。しかし，政府はこの１/４０の勾配は

最低ラインの基準を定めたものであり，離陸上昇表面の勾配に関する国際標準は勾配１／５０（２％） 

とされている。また，我が国においては，進入表面及び延長進入表面が離陸上昇表面を兼ねており，

また，円錐表面が進入表面・延長進入表面・離陸上昇表面の代わりとして，国際基準に基づく旋回飛

行での離着陸に必要な区域を確保しているのだから規制は必要以上に厳しいものではないと回答し

ている。 
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(4) 航空法は，厳しい高さ規制を行いながらも「仮設物その他の国土交通省令で定

める物件で空港等の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開

始の予定期日前に除去される物件については，この限りでない」（航空法４９条

１項ただし書及び第５６条の３）として例外を認めている。仮設物とは一定期間

後に撤去されることを前提とした建築物のことをいう（※16）。法がこのような例

外を認めたのは，すぐに除去できる物であれば一時的に高さ規制に違反していて

も航空機の安全な運行を損なう恐れがないと考えたからである。そうであれば，

「その他の国土交通省令で定める物件」も仮設物やそれに準じた建築物に限られ

るというべきである。ところがその物件についてみると「地形又は既存物件との

関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件」（航空法施行規則９２条の５

第３号）と規定しており，堅牢な建物であっても施行規則の要件を満たせば航空

法による高さ規制を超えることができることを前提としている。「地形又は既存

物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件」については国土交通

省が具体的な内部基準を定めており（別紙参照），その内部基準を見てみると，

航空法の制限表面規制と同じすり鉢状で，かつ航空法の規制より緩やかな規制に

なっているのである。 
現行の行政実務では，航空法の制限表面を超える予定の建物を作ろうとした場

合には，建築主が国に問い合わせをした後に，国が内部基準に照らし「地形又は

既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件」にあたるかを判

断し，あたると判断した場合には，個別に承認を与えている。そして，この方式

で何も問題なく航空法の安全が保たれているのである。 
そうであれば，わざわざ個別の承認という迂遠な手続を取らずとも「地形又は

既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない」制限表面を法で直接

規定すべきである。そのような規定を置かずして必要以上に厳しい制限をしてい

る航空法の規定は財産権を過度に制限するものであり，著しく不合理であること

が明白である。したがって，航空法の高さ規制は違憲である。 
 

(5) 航空法の高さ規制が違憲である以上，行政府や立法府においては航空法の規定

やその運用の仕方（個別承認）についてはこのままでいいのか再考する必要がある

というべきである。もっとも，違憲判決は個別事件について出されるものであるか

ら，それが出されたといって直ちに法が改正されるとは限らない。では，仮に法が

改正されなかった場合には我々はどのような街づくりを行えばよいか。以下第４と

第５で検討する。 

                                     

※16 三省堂 大辞林参照 
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第４ 地下街の再開発（地下にもぐるという選択） 

 

１ 地下街のさらなる開発  

前述の検討の結果，福岡市の中心部に高層ビルを建設することは，航空法の改正

があればともかく現状では困難であるということが判明した。では，土地活用の需

要が高い中で，福岡市はどのような街づくりを進めていけば良いだろうか。その一

つとして考えられるのが，福岡市中心部の天神地下街を再開発することで有効な土

地の活用をするというものである。具体的には，現在の天地地下街を増築してあら

たな店舗，事務所スペースを設けるというものである。 

 

２ 再開発の理由 

天神地下街は，地下１階を公共通路およびテナントとし，地下２階を地下駐車場

としており，公共通路は人通りも多く活気があることは周知の事実であろう。天神

地下街は福岡地下街開発株式会社（福岡市とその他公益性の高い会社が共同出資す

ることにより設立）によって，昭和５１年（１９７６）９月に開業したものである。

天神地下街はもっとも地価の高い西鉄天神ターミナルに接している。延床面積は約

53,300 ㎡あり，そのうち店舗面積は約 11,500 ㎡である。出店する店舗数は１５０

あり，駐車場の台数は４２１ある。天神地下街は，他の都市と比べても，売り場面

積に比して広い通路と広場をそなえて，市民の憩いの場を形成している。石の広場

とともに，北広場をつくって市民の待ち合わせの場所としたり，時計塔・ベンチ・

噴水などの施設を完備して，レジャー的な役割を天神地下街は果たしている。 
この天神地下街は，渡辺通りにそって形成されているが，まだ昭和通りについて

地下街が形成されていない。ここを利用して地下街を作り，店舗・オフィスなどの

テナントを設ければ，有効な土地利用ができ，福岡の発展に資すると思われるので

ある。 
 

３ 地下街増設の方法・手続 

地下街を増築する場所として，昭和通りを挙げたが，全国的に見ても地下街は道

路や駅広場等公共の土地の下に収まっていることがほとんどである。これは，国土

交通省の行う地下街の定義「公共の用に供される地下歩道と当該地下歩道に面して

設けられる店舗，事務所その他これらに類する施設と一体となった地下施設であり，

公共の用に供されている道路又は駅前広場の区域に係るもの」という文言から論理

上必然とそうなるというわけではなく，道路または駅前広場以外の区域に地下街を

作ることが困難を極めるからである。 
すなわち，地下街を民有地に通そうとした場合には，民有地を利用する以上なん

らかの利用権を設定する必要があり，現行法の下では区分地上権（民法２６９条の

２）を設定しなければならない。民有地の所有者全員が区分地上権を設定すること

に応じてくれるならば問題はそれほど大きくはならないが，私的自治の支配する民
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法の世界では，設定に応じない所有者が現れることを容易に想定される。その場合

には，交渉を重ねたうえで，最終的には区分地上権を強制的に収用することで解決

が図られるが，そのコストが極めて大きくなることは想像に難くない。 
これに対して，道路に地下街を形成する場合には，道路法に基づき「道路の占用」

（道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物，物件又は施設を設け，継続して道路

を使用すること，道路法３２条１項柱書）の許可を道路管理者から受ければそれで

済む。道路占用使用は，次のすべての要件に該当するもので，道路管理者が道路管

理上の支障がないものと認められる場合に許可される（法３３条）。①占用物件が

法３２条１項各号のいずれかに該当するものであること（地下街は，５号に規定さ

れているので該当する）②道路の敷地内に余地がないためにやむをえないものであ

ること③占用期間，占用の場所，占用物件の構造，占用のための工事の実施方法及

び時期並びに道路の復旧方法等が政令で定める基準に適合すること，である。 
なお，占用許可を受けた場合には，占用料を納付しなければならない（法３９条

等）。たしかに，占用料を負担しなければならない点は，かなりのコストになるが，

区分地上権代金とは違い，まとめて一括で納付することが可能なので，納付にかか

るコストは民有地に地下街を通すことに比べれば格段に安く済む。 
 

４ 地下街増設の問題点 

地下街を増設すれば，土地の有効活用が進むと提案したが，この提案は容易に受

け入れられないと思われる。理由は以下の通りである。 
地下は地上とは異なり，一度開発を行うと元の状態に戻すことはほとんど不可能

である。したがって，その利用は十分に練りあげられた計画の下で慎重に進めなけ

ればならない。地下街を増設する場合であっても，これまで天神地下街の建設の趣

旨に符合するものでなければならない。現在の天神地下街は地下２階に広大な駐車

場を有しているが，広い空間を確保する以上はその空間の広さに応じた占有料を納

付しなければならず，採算が取れない。そうだとすれば，この分を地下１階のテナ

ント代で賄うべきものであるが，前述したように天神地下街は地下１階の公共通路

部分の比率が店舗部分の比率に比べて大きくなっている。これは，天神地下街が，

採算を度外視して，駐車場設置により天神地区の渋滞を緩和し，地下通路の設置に

よって人の往来を容易にするという公共的な使命を持つからである（※17）。そうだ

とすれば，使われていない地下を有効利用するという一事をもって地下街増設を行

うというのは，社会的に受け入れられないと思うのである。 

 

 
                                     
※17 天神地下街のホームページから決算報告書を見ることができるhttp://www.tenchika.com/company/

その中の損益計算書を見れば，駐車場代が売上全体に占める割合が，駐車場の場所の広さに比べ，極

めて小さいことが読み取れる。 
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第５ 埋立地への都市機能移転 

 

１ 埋立地の利用 

天神・博多地区は福岡市の中心であるに関わらず，航空法の制限により他都市と

比べても低層な建物が立ち並んでいる。福岡空港からとても近い距離にあり利便性

の高いという反面，航空の安全のために高層ビル等を建設できないでいる。 
それならば福岡市が今後街づくりを進めていく中で，航空法の影響を現在より受

けない場所に新たに埋立地をつくり，そこに高層ビル等を設置することで福岡市の

商業・経済といった分野を活性化させていくことはできないか検討したい。 
 
２ 他都市の事例 

埋立地を利用している他都市の事例としては，東京都の臨海副都心（お台場）商

業・ビジネス施設等を有しており，観光スポットとしても有名である。東京都は第

7 番目の副都心として整備を行なっている。他にも，神戸市のポートアイランド・

六甲アイランドは人工島であるが大型商業施設や居住施設など一通り都市機能を

備えているといえる。 
 
３ 福岡市における埋立地 

(1) アイランドシティ     
「まちづくりエリア」と「みなとづくりエリア」があり，良質な住環境や港湾

機能の強化，産業の集積拠点を目的として福岡市の将来をリードする先進的モデ

ル都市づくりを進めている。 
(2) シーサイドももち 

    福岡市早良区にある埋立地区。 
埋め立てられたところは海浜公園となっており，周辺には，福岡タワーや福

岡ヤフオク！ドーム，福岡市博物館など観光スポットが集まった地域である。 
アイランドシティ，シーサイドももち周辺はどちらも福岡空港の制限表面から離

れたところにあるので，天神・博多よりも比較的高層な建物が建てられている。し

かし，アイランドシティに関しては居住環境が，シーサイドももち周辺には観光資

源が富んでいるが，どちらも商業やビジネスを目的とはしていない。 
そこで，今回新たにつくる埋立地では大型商業施設やホテル・オフィスなど高層

ビルの需要が集まる施設を建てていきたい。なお，行政機能を持つ施設に関しては

現在天神・博多に多く集中しており利便性も良く，高層化の需要がそれほどあると

は思われないので，埋立地に行政機能を持たせることまでは考えない。 
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４ 埋立候補地 

博多港より海岸３ｋｍ付近の，福岡空港から直線距離で約８㎞程の距離であり，

大きく利便性を失わないで済む。この付近に人工島を作ることができれば約１３５

ｍまでの高さの建築物を建てることができ，現在の都心部よりも規制が６０ｍ程緩

和することができる。また，人工島でなく陸地を広げるだけでも博多港周辺は約９

０m の建物を建築することができる。このあたりならば，交通の利便性を大きく失

うこともなく，天神や博多ともそこまで離れていない。 
横浜市・神戸市・名古屋市等，港を有する都市は，埋立によって港周辺に都市機

能を持たせている。福岡市においても，博多港周辺を積極的に利用していきたい。 
 

 

このあたりはウォーターフロント地区と呼ばれ，近くには福岡国際会議場などコ

ンベンション施設が集積し国内外から多くの人々が訪れるエリアとなっている。実

際に福岡市としてもウォーターフロント地区の再整備が検討されており，将来的な

陸地の拡張も計画されている。 
   また，「ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）再整備の方向性」につ

いて行ったパブリックコメントの中には，大型ショッピング施設やホテルの設置・

空港とのアクセス強化・市民も日常的に楽しめる空間にしてほしい等，ウォーター

フロント地区に期待している市民の声が多数寄せられている。このことからも，福

岡都心部における新たな拠点にするのにふさわしいところだといえる。（※18） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
※18 http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/45332/1/publiccomment.pdf パブリックコメントの

意見を一部抜粋 
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５ 埋立地設置するために必要な手続 

埋立地の設置に関しては，公有水面埋立法に規定があり，都道府県知事の埋立の免

許を受けることが必要である。 
(1) 免許権者（福岡県知事）へ申請を行う。 
・ 使用用途や工事期間等記載。法人は代表者の住所氏名を記入。 

(2) 権利者（漁業権・入漁権等）の同意を得る。 
・ 損失補償又は損害を防止する施設を設置 
（これらの協議が整わない時は，県知事の裁定を求めることになる） 

(3) 三週間公衆へ縦覧し，地元市町村の意見を聴くこと 
・ 利害関係者は意見を提出することができる。 
・ 市町村長は議会の議決が必要 
これらを行い県知事が認めた場合に埋立の免許を受けることができる。 
埋立が免許されるポイントとして，環境保全及び災害防止につき十分配慮されたも

のであり，国土利用上適正かつ合理的であること。また，出願人がその埋立を遂行す

るに足る資力及び信用を有すること等がある。また，実際に事業を進めていくにあた

っては，国や民間会社とそれぞれ役割を分担し進めていきたい。アイランドシティの

場合は，福岡市と国（国土交通省九州地方整備局），民間会社（博多港開発株式会社）

の 3 社において事業を進めている。 
  
６ 安全面の対策 

安全面に関しては，アイランドシティの安全対策が参考になる。 
博多港は、これまで津波による大きな被害を受けておらず、地震の発生確率が全国

的に比較的低いという地理的条件を有している。福岡県西方沖地震においても，津波

は発生していない。 
また，アイランドシティの埋立地は，液状化しにくい粘土成分の多いものを用いて

おり、東北地方太平洋沖地震では，アイランドシティと同じ整備を用いた個所は，液

状化しにくいことが明らかになっている。 
地理的に災害が発生しにくい場所ではあるが，やはり災害対策は重要である。高層

ビルの設置が立ち並ぶようになった際，緊急時の避難ルートや避難場所をいかに設置

するかが課題であると思われる。 
 

７ 埋立地設置に関する問題 

(1) 埋立の費用に関しては，膨大な経費がかかる。アイランドシティの場合，総事

業費が 3,940 億円であり国からの補助，埋立地の分譲収入，港湾施設の使用料等か

ら事業費をまかなっている。どのように収入を得るか、補助金を確保できるのかを

具体的に決定できないと実際に埋立地を作ることはできないだろう。また、これら

に加え都市機能を持たせるための費用や交通機関の整備等，財源をどのように確保
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するかが難しい。 
(2) 博多港に隣接する形となるので，漁業関係者や港湾施設権利者の了承を得なけ

ればならないが，一朝一夕にはいかない可能性がある。損失補償で解決するとして

も，その額は多額となる懸念がある。 
 
 
 
 
参考：公有水面埋立法 

 

第四条  都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外

埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ  
一  国土利用上適正且合理的ナルコト  
二  其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト  
三  埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体（港務局ヲ含

ム）ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト  
四  埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト  
五  第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル

者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト  
六  出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト  
○２ 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ国土交通省令ヲ以テ

之ヲ定ム  
○３ 都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有

スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋

立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス  
一  其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ  
二  其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルトキ  
三  其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ 
  
第五条  前条第三項ニ於テ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者ト称スルハ左ノ各号ノ一ニ

該当スル者ヲ謂フ  
一  法令ニ依リ公有水面占用ノ許可ヲ受ケタル者  
二  漁業権者又ハ入漁権者  
三  法令ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス許可ヲ受ケタル者  
四  慣習ニ依リ公有水面ヨリ引水ヲ為シ又ハ公有水面ニ排水ヲ為ス者 
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第６ まとめ 

 

我々は，航空法の高さ規制と福岡の街の関係について検討するうちに，福岡の地下

街や福岡の埋立地にも考えが至った。ひとつの街というのは，それぞれの施設やイン

フラが相互関連しながら歴史的に形成されているのだから，ビルの高さを考えるなか

で地下街や埋立地も話題に上るというのは当然のことなのかもしれない。街づくりや

街のあり方について考える場合には，一つの施設や制度のメリット・デメリットに着

目するだけではなく，街全体を見渡す幅広い視野が必要であり（※19），このような視

野を身に付けるためには福岡の街について考え続ける姿勢がなによりも大切である

と感じた。我々も今回の研究を契機としてそのような姿勢を持ち続けたいと考えるよ

うになった。これが今回の研究の一番の成果であると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                     
※19 我々はこのテーマに取り組んでいる最中に天神１丁目南ブロック（私有地）に新地下通路ができる

との報に接した（西日本新聞朝刊平成２７年１月２日）。新しい通路を作って公共空間整備を行えば，

ビルの容積率を１４００％まで積み増すことができることでき，高いビルを建てることができるとい

うのがその理由である。これは「総合設計制度」（建築基準法５９条の２）に基づくものであり，特定

行政庁の許可という簡易な方法で容積率の制限を緩和できるため，様々な都市で多用されている。し

かし，このような現状については，都市計画で決めた容積率が都市計画制度上の枠組みの外で緩和さ

れることは問題であるとの指摘もある（「都市計画法」安本典夫著Ｐ106 法律文化社２００８）。我々

が街づくりを考える際には，このテーマで取り上げた法律以外にも都市計画法や建築基準法の規制内

容や立法趣旨，そしてそれらの相互関係にも目を配る必要があることを痛感させられたニュースであ

った。 
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制限表面を突出する物件の承認にかかる事務手続きフロー
資料１

承認事前照会 本申請

各
空

地方航空局（基準への適合性の確認）

空
港
事
務
所

申請者
高さの確定調整

（高さ）

に
て
確
認
を
行

飛行方式への影響確認
（最低気象条件等）

照会物件の確認事項

航空情報の発行

行
い
、
突
出
す

申請物件

（航空法施行規則第
92条の5）
1号：仮設物

航空保安無線施設への電波障害の影
響の有無

○物件の存在
（場所、高さ、障害標識
の有無）

○最低気象条件等の

す
る
と
判
明
し

1号：仮設物
2号：避雷設備
3号：地形又は既存物

件との関係から航空
機の飛行の安全を特
に害しない物件

航空障害標識の設置方法の確認

3号物件の場合、根拠となる地形又は既
存物件の確認

○最低気象条件等の
変更（必要に応じ）

し
た
物
件

害 物件

存物件の確認

別紙
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「制限表面上に出る障害物件の設置承認の事務処理基準」について

障害物件の設置承認の基準
資料２

航空法第４９条のただし書きにより設置の承認が可能となる物件
（規則第９２条の５）
１ 仮設物
２ 建築基準法の規定により設けなければならない避雷設備２ 建築基準法の規定により設けなければならない避雷設備
３ 地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に

害しない物件
図２ 既存物件との関係による承認基準

設置承認のための事務処理基準

山（地形）又は既存物件との関係が、図１及び図２に示す条件に適合
する場合する場合

図１ 山(地形）との関係による承認基準

別紙
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第２班「航空法による高さ規制から始まる福岡市の街づくり」講評 

 
１．研究テーマの設定について 
 本テーマが取り上げられるに当たって問題とされたのは，福岡市で本当にそれだけの高

さ規制が必要なのかという，第２班の素朴な疑問であった。それで福岡市の経済振興，雇

用創出が妨げられているのではないか，この点を明らかにするために，航空法の高さ規制

の趣旨・算定根拠の合理性を確かめてみる，という問題設定の仕方であった。したがって，

調べた結果，規制は合理的である，という結論もありうる船出であり，同じ効用を地下空

間や埋立地の利用で代替できないか，という問題意識は，第２班が「規制は合理的」と行

き着いたときのために並行的に検討していたものかもしれない。さまざまなアイデアが繰

り広げられる提言に，このような問題設定のあり方も一役買っている可能性があろう。 
 
２．検討された手法について 
 最初のひと目で，航空法による建物の高さ規制であるから，法律の目的は「安全」であ

ることがわかる。航空機は空を飛ぶから，高い建物は危険であり，このことは市町村の区

域，都道府県の区域，さらに国境を問わず，あぶないものはあぶないのではないかとの直

観に至る。現に航空法による高さ規制も国際条約に基づくと聞き，国際法も絡む，技術的

色彩も強そうな規制の合理性をどのように検証するのか，懸念されるところであった。 
 この点，第２班は，高さ規制の仕組みを丁寧に明らかにする作業に重点を置き，次いで，

仮に不合理であるといえる場合の憲法適合性の検討を行うという方針をとった。ただ，憲

法訴訟はその場の設定自体，そう容易なことではなく，合憲性判断（判断基準の設定，そ

れに基づく評価）も一義的でないことから，まずは，（違憲とまではいえないとして）航空

法の過剰な規制部分を「こう解釈すれば適法に高さ規制の緩和が可能」と，福岡市で政策

法務的に緩和するための検討を行うという選択もあったであろう。 
 しかし，まず，仕組みを明らかにするだけでも量的に（国際法，憲法，法律，政省令等

の命令…）及び質的に（技術的に）膨大かつ困難な作業であったことが窺え，労作に敬意

を表したい。また，憲法適合性判断は，政策法務が条例の憲法適合性という形で行われる

なじみの深い作業であるが，直接に法律の憲法適合性を論じるというのは珍しい部類に入

るのではないか。正面から法律の違憲性を論ずる第２班の果敢さは特筆すべきと思われる。 
 
３．本報告の特徴について 
 上記のような，本来の政策法務的切込みも可能ななかで，あくまでも「経済の振興，雇

用の創出」にこだわり，代替案まで提示するという提言はユニークであった。実は，第１

班と同様，第２班についても，国の「国家戦略特区」に関して，「航空法の高さ制限のエリ

ア単位での特例承認」が実現の運びとなった。これにより，第１班同様，目の付け所が極

めて的確であったことが示され，さらに，第２班に関しては，従来の法律上の高さ規制が

緩和されても良いということ自体が，こと福岡市においては過剰な部分もあったことを意

味し，第２班の当初の問題意識が適切であったことを示す証左となったことは付記してお 
きたい。                              （石森久広） 
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研修報告会の様子 

各グループでの約半年にわたる研究成果を発表するため，平成27年1月19日(月)，福岡

市研修センター402・403研修室において，政策法務研修報告会を開催しました。 

当日は，本市職員のほか，県内の他自治体の職員が参加しました。 

報告では，各グループの報告ごとに，研修講師である西南学院大学大学院法務研究科

（法科大学院）の石森久広教授に講評をいただき，また，参加者との質疑応答・意見交

換も行いました。 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 
  

 

【研修講師 石森久広教授】          【第１班による報告】 

【第２班による報告】 

 

 

【会場内の様子】 
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平成 26年度福岡市政策法務研修 研修生名簿 

 

 

 【福岡市における道路施策の検討】 

所   属 氏  名 備  考 

住宅都市局住宅部住宅管理課 松 枝   歩  

総務企画局行政部法制課 井 手 晴 香  

中央区保健福祉センター保護課 森 園 晃 介  

中央区保健福祉センター保護課 古 賀 太一朗  

 

 

 【「航空法による高さ規制から始まる福岡市の街づくり」について（提言）】 

所   属 氏  名 備  考 

財政局税務部税制課 山 下 晋太朗  

博多区市民部保険年金課 永 溝 典 之  

中央区市民部納税課 雪 浦 正 樹  

 

 

 

 

平成 26年度福岡市政策法務研修 研修講師 

 

西南学院大学副学長 

西南学院大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 

博士（法学） 

 

石森久広（いしもりひさひろ）氏 

 

●専攻 

 行政法，税財政法，地方自治法 

●主な著書 

『政策法務の道しるべ ― 憲法が考える法律と条例の関係〔政策法学ライブラリイ 15〕』（2008

年 慈学社） 

『会計検査院の研究 ― ドイツ・ボン基本法下の財政コントロール』（1996年 有信堂） 

 その他，分担執筆多数 
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平成 26 年度福岡市政策法務研修 実施状況 
１ 研修の目的 

①日頃の身近な業務において，制度上の問題などで法的な整理が課題となっているも
のについて，法律上，どのような問題があるのか，研修生がその対応法についての判例
や学説，行政解釈などを調べ，外部講師からの助言を得ながら議論して整理・検討し，
その過程を取りまとめること②本市の政策テーマについて条例試案を立案すること等に
より，職員の政策法務能力の向上を図ることを目的として実施する。なお，研修の成果

は，全庁ＯＡ等を利用して共有化する。 
 
２ 受講対象者等 

【対象者】  福岡市職員の給与に関する条例別表第１ 行政職給料表１～５級職員
又はこれに相当する職員 

【研修人数】 ７人 

 

３ 研修日程 

 時 期 内 容  

第１回 ６月30日(月) 
午後１時30分～

午後４時30分 

外部講師による公開講義並びにグルー

プの決定及び研究テーマの検討 

研修Ｃ 

405研修室 

第２回 ７月14日(月) 
午後１時30分～

午後４時30分 
研修概要説明，今後の進め方の検討 

研修Ｃ 

405研修室 

第３回 ７月22日(火) 
午後１時30分～

午後４時30分 

・論点の整理 

・収集情報の確認等 

随
時
グ
ル
ー
プ
学
習 

研修Ｃ 

403研修室 

第４回 ８月４日(月) 
午後１時30分～

午後４時30分 
中間報告 

研修Ｃ 

405研修室 

第５回 ９月５日(金) 
午後１時30分～

午後４時30分 
（グループの作業日として確保） 

研修Ｃ 

405研修室 

第６回 10月27日(月) 
午後１時30分～

午後４時30分 
（グループの作業日として確保） 

研修Ｃ 

405研修室 

第７回 11月11日(火) 
午後１時30分～

午後４時30分 
最終報告 

研修Ｃ 

405研修室 

第８回 12月８日(月) 
午後１時30分～

午後４時30分 
（予備日） 

研修Ｃ 

405研修室 

第９回 １月19日(月) 
午後２時00分～

午後４時00分 
研究成果の報告会 

研修Ｃ402・

403研修室 

＊第１回は，全庁的な講演会形式とする。 

 

４ 研修の進め方 

１グループ４人程度のグループでの研究活動を基本とする。 
研修第１回に，政策法務について外部講師による公開講義を行う。 
全体研修時に，外部講師による指導・助言を受ける。 
外部講師は，西南学院大学大学院法務研究科（法科大学院）の石森久広教授。 

 
５ 研修生へのサポート 

法制課の参考図書・判例検索システムの利用が可能。必要と認めた場合は，法制課に
おいて書籍の購入，先進事例の調査経費の負担を行う。 

 
６ 研修成果のまとめ等 

⑴ 研修成果は，報告書にまとめ，庁内各課や近隣市町村等に配布する。 

⑵ 本市ホームページへ概要を掲載する。 

⑶ 全庁的な報告会を開催する（平成27年１月19日）。 
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